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日中戦争下の長江流域における「密輸」（一九三七－一九四一年）（二）

日
中
戦
争
下
の
長
江
流
域
に
お
け
る
「
密
輸
」 

（
一
九
三
七‒

一
九
四
一
年
）（
二
）

戸　
　

張　
　

敬　
　

介

序
論

　

一
．
問
題
の
所
在
︱
︱
日
中
戦
争
下
に
お
け
る
党
の
成
長

　

二
．
本
稿
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　
　
　

︱
︱
権
力
に
対
す
る
人
々
の
主
体
的
行
動
と
し
て
の
「
密
輸
」

第
一
章　

華
中
の
日
本
軍
占
領
地
域
に
お
け
る
「
密
輸
」

　

一
．
日
本
軍
占
領
下
の
戦
時
統
制

　

二
．
統
制
の
実
状
と
「
密
輸
」
の
流
れ

　

三
．
日
本
軍
を
取
り
巻
い
て
い
た
中
国
社
会
の
特
徴

（
以
上
、
八
十
七
巻
七
号
）

第
二
章　

国
民
政
府
の
支
配
地
域
に
お
け
る
「
密
輸
」

　

一
．
国
民
政
府
に
よ
る
戦
時
の
貿
易
管
理

　

二
．「
敵
貨
」
の
流
入
と
禁
輸
物
品
の
流
出

　

三
．
国
民
政
府
を
取
り
巻
い
て
い
た
中
国
社
会
の
特
徴（

以
上
、
本
号
）

第
三
章　

共
産
党
新
四
軍
の
根
拠
地
周
辺
に
お
け
る
「
密
輸
」

　

一
．
長
江
中
下
流
域
で
の
新
四
軍
の
展
開

　

二
．
新
四
軍
が
直
面
し
た
「
密
輸
」

　

三
．
新
四
軍
を
取
り
巻
い
て
い
た
中
国
社
会
の
特
徴

結
論

　

一
．「
密
輸
」
の
全
体
像
と
発
生
原
理

　

二
．
様
々
な
集
団
が
様
々
な
目
的
で
せ
め
ぎ
あ
う
空
間

　

三
．
不
確
実
性
と
最
終
的
な
勝
利
と
を
結
び
つ
け
る
も
の

（
以
上
、
八
十
七
巻
九
号
）
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第
二
章　

国
民
政
府
の
支
配
地
域
に
お
け
る
「
密
輸
」

　

本
稿
の
第
二
章
に
あ
た
る
こ
の
章
で
は
重
慶
に
臨
時
首
都
を
置
い
た
国
民
政
府
の
支
配
地
域
に
お
け
る
「
密
輸
」
を
取
り
上
げ
る
。

序
論
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
目
的
は
、
日
中
戦
争
下
に
お
け
る
共
産
党
勢
力
の
成
長
の
背
景
に
あ
っ
た
社
会
的
力
学
を

検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
国
民
党
の
最
終
的
な
失
敗
が
い
か
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
は
、
共
産
党
の
最
終
的
な
勝
利
と

表
裏
を
成
す
論
点
と
し
て
同
様
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
か
つ
てL. Eastm

an

は
、
一
九
三
七
年
か
ら
一
九
四
九
年
ま
で
の
期
間

を
対
象
に
、
中
央
地
方
関
係
、
国
民
政
府
統
治
下
に
お
け
る
農
民
の
苦
境
、
党
内
政
治
、
日
本
軍
や
共
産
党
軍
と
の
戦
闘
で
見
ら
れ

た
軍
の
不
完
全
性
、
蒋
介
石
に
よ
る
軍
や
政
府
機
関
に
対
す
る
評
価
等
の
複
数
の
異
な
る
観
点
か
ら
国
民
政
府
内
部
の
動
き
を
徹
底

的
に
考
察
し
、
国
民
政
府
の
崩
壊
は
主
と
し
て
国
民
党
自
身
の
欠
陥
や
失
敗
の
結
果
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た）（（（
（

。
こ
れ
に
対
し
、
国
民

政
府
内
部
に
様
々
な
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
国
民
政
府
の
抗
戦
を
再
評
価
し
、
一
九
四
九
年
の
政
治
変
動
を
必
ず

し
も
運
命
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
は
し
な
い
見
方
も
出
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
石
島
・
久
保
は
、「
重
慶
国
民
政
府
が
構
築
し
よ
う

と
し
た
総
力
戦
体
制
は
き
わ
め
て
脆
弱
な
も
の
」
で
あ
り
、「
中
央
と
地
方
の
政
治
機
構
さ
え
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
し
て
末
端

の
行
政
機
構
が
弱
体
で
、
戦
時
経
済
建
設
に
も
大
き
な
限
界
が
あ
り
、
軍
隊
の
近
代
化
も
不
十
分
だ
っ
た
中
国
で
、
近
代
戦
に
適
応

す
る
総
力
戦
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
実
現
不
可
能
な
課
題
だ
っ
た
」
が
、「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
中
国
は
八
年
間

に
及
ぶ
帝
国
主
義
日
本
と
の
戦
争
を
戦
い
ぬ
き
、
最
後
に
連
合
国
の
一
員
と
し
て
抗
日
戦
争
に
勝
利
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
の
で
あ

り
、
総
力
戦
維
持
の
結
果
と
し
て
育
て
ら
れ
た
国
民
政
府
の
「
破
滅
の
種
子
」
は
、「
抗
日
戦
争
の
末
期
に
お
い
て
も
、
国
民
政
府

に
と
っ
て
の
体
制
的
危
機
は
な
お
『
種
子
』
の
段
階
で
あ
っ
た
」
と
の
認
識
を
示
し
た）（（（
（

。

　

ま
た
、
こ
の
論
点
と
関
連
し
て
、
日
中
戦
争
期
に
一
九
四
九
年
の
政
治
変
動
へ
と
向
か
う
社
会
的
変
化
が
生
ま
れ
て
い
た
と
す
る

議
論
が
あ
る
。
例
え
ば
、
奥
村
・
笹
川
は
、
国
民
政
府
が
戦
時
下
に
お
い
て
行
っ
た
物
的
人
的
資
源
の
大
規
模
な
戦
時
徴
発
の
実
態
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や
、
民
衆
が
国
民
政
府
に
対
し
て
寄
せ
た
お
び
た
だ
し
い
数
の
告
発
状
を
用
い
て
、
国
民
政
府
統
治
下
の
社
会
に
存
在
し
た
不
正
や

腐
敗
汚
職
の
実
態
を
描
き
出
し
た
上
で
、「
社
会
に
お
け
る
貧
富
の
格
差
が
極
大
化
し
て
戦
時
徴
発
が
限
界
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ

ど
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
戦
時
負
担
を
公
平
に
分
か
ち
合
う
べ
き
だ
と
い
う
社
会
的
な
圧
力
が
高
ま
っ
て
い
た
」、「
こ
の
よ
う
な
動

き
が
、
中
国
共
産
党
が
掲
げ
る
階
級
闘
争
の
論
理
や
土
地
革
命
を
受
容
し
て
い
く
社
会
的
基
盤
の
形
勢
に
つ
な
が
っ
た
」
の
で
あ
り
、

「
中
国
共
産
党
が
政
権
を
奪
取
し
た
一
九
四
九
年
革
命
は
、
何
よ
り
も
国
共
内
戦
の
軍
事
的
勝
利
に
も
と
づ
く
が
、
そ
れ
を
後
押
し

し
、
そ
の
後
の
政
策
執
行
を
受
容
す
る
基
層
社
会
の
条
件
は
日
中
戦
争
期
に
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
の
見
方
を
示
し
た）（（（
（

。
こ

の
見
方
は
、
共
産
主
義
者
の
農
村
へ
の
浸
透
以
前
に
、
国
民
政
府
が
中
国
の
歴
代
王
朝
が
な
し
え
な
か
っ
た
基
層
社
会
の
掌
握
を
試

み
て
い
た
点
を
強
調
し
、
こ
の
よ
う
な
近
代
国
家
建
設
の
努
力
が
、
農
村
に
お
い
て
す
で
に
国
家
と
農
民
と
の
間
の
先
鋭
な
対
立
を

生
み
出
し
て
い
た
と
論
じ
たP. D

uara
やR. T

haxton

の
研
究）（（（
（

に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
と
お
り
、
党
と
農
民
と

の
強
固
な
結
合
の
存
在
を
自
明
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
疑
問
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
中
、
国
民
政
府
の
戦
時
徴
発
が
伝
統
中
国
の

農
村
社
会
に
質
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
説
明
に
は
慎
重
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
国
民
政
府
統

治
下
の
農
村
社
会
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
議
論
も
踏
ま
え
な
が
ら
国
民
政
府
統
治
下
の
状
況
に
つ

い
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、
国
民
政
府
支
配
地
域
に
お
け
る
貿
易
管
理
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
る
。
次
に
、
こ
の
地
域
で
発
生
し
た
「
密

輸
」
の
実
状
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
「
密
輸
」
か
ら
看
取
さ
れ
る
当
時
の
社
会
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

　

一
．
国
民
政
府
に
よ
る
戦
時
の
貿
易
管
理

　
（
１
）　

重
慶
を
中
心
と
す
る
国
民
政
府
の
支
配
地
域

　

は
じ
め
に
、
国
民
政
府
支
配
地
域
の
概
況
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
一
九
二
七
年
以
来
、
国
民
政
府
の
首
都
は
南
京
で
あ
っ
た
が
、
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上
海
が
陥
落
し
た
直
後
の
一
九
三
七
年
一
一
月
二
〇
日
、
国
民
政
府
は
重
慶
へ
の
首
都
移
転
を
決
定
し
、
同
年
一
二
月
一
日
か
ら
政

府
各
院
、
部
が
続
々
と
移
転
を
開
始
し
た
。
一
九
三
八
年
一
〇
月
、
日
本
軍
の
攻
撃
に
よ
り
武
漢
が
陥
落
す
る
と
蒋
介
石
は
軍
事
委

員
会
を
重
慶
に
移
し
、
以
後
国
民
政
府
は
重
慶
を
戦
時
の
政
治
、
軍
事
、
経
済
、
文
化
の
中
心
と
し
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

日
本
軍
に
よ
る
武
漢
、
広
東
攻
略
後
の
同
年
一
二
月
、
蒋
介
石
に
次
ぐ
国
民
党
の
指
導
者
で
あ
っ
た
汪
精
衛
（
汪
兆
銘
）
が
重
慶
を

脱
出
し
、
日
本
軍
の
非
占
領
地
域
で
あ
る
中
国
西
南
部
で
の
新
政
府
樹
立
を
予
定
し
て
い
た
が
、
西
南
諸
派
に
大
き
な
反
応
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
後
日
本
軍
は
一
〇
一
号
作
戦
（
成
都
、
重
慶
を
目
標
と
す
る
爆
撃
実
施
計
画
）、
武
漢
・
九
江
周
辺
や
海

南
島
・
南
寧
方
面
で
の
作
戦
、
長
沙
作
戦
等
を
展
開
し
た
が
、
蒋
介
石
が
重
慶
を
拠
点
に
日
本
軍
と
対
峙
す
る
構
図
に
大
き
な
変
更

は
な
か
っ
た）（（（
（

。

　

国
民
政
府
の
統
治
下
に
あ
っ
た
地
域
は
、
ま
ず
日
本
軍
の
勢
力
が
及
ば
な
か
っ
た
四
川
、
雲
南
、
陝
西
、
甘
粛
等
の
中
国
西
南
・

西
北
地
域
（
た
だ
し
、
陝
西
北
部
の
延
安
を
中
心
に
共
産
党
が
陝
甘
寧
辺
区
を
形
成
）
で
あ
り
、
臨
時
首
都
の
重
慶
を
含
む
両
地
域
は

「
大
後
方
」
と
称
さ
れ
た
。
ま
た
、
前
線
に
比
較
的
近
い
地
域
に
お
い
て
も
、
各
戦
区
に
進
駐
し
て
い
た
国
民
政
府
軍
が
現
地
政
府

と
と
も
に
一
定
範
囲
の
地
域
に
対
す
る
支
配
を
維
持
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
に
は
盧
溝
橋
事
件
前
に
お
け
る
上
海
の
主
要
な
輸

出
物
品
で
あ
っ
た
桐
油
の
産
地
が
含
ま
れ
て
お
り
、
盧
溝
橋
事
件
前
で
は
中
国
国
内
の
桐
油
の
約
八
〇
％
が
四
川
、
湖
北
、
湖
南
の

三
省
で
生
産
さ
れ
て
い
た）（（（
（

。
他
方
、
工
業
は
全
体
的
に
未
発
達
で
あ
り
、
斉
春
風
に
よ
れ
ば
、
盧
溝
橋
事
件
前
に
国
民
政
府
実
業
部

に
登
記
さ
れ
て
い
た
二
、四
三
五
の
工
場
の
う
ち
、
二
、二
四
一
は
上
海
を
中
心
と
す
る
沿
海
部
の
都
市
に
位
置
し
、
内
陸
部
の
中
で

は
比
較
的
発
展
し
て
い
た
四
川
省
で
も
一
定
規
模
を
有
す
る
近
代
的
な
工
場
は
数
え
る
程
度
し
か
な
か
っ
た
。
盧
溝
橋
事
件
後
、
日

中
両
軍
の
戦
闘
に
よ
り
上
海
周
辺
の
工
業
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
、
重
慶
へ
の
遷
都
を
決
定
し
た
国
民
政
府
は
工
場
の
内
陸
移
転
を

推
進
す
る
が
、
直
ち
に
内
陸
移
転
し
た
工
場
の
数
は
多
く
な
く
、
一
九
三
八
年
末
の
時
点
で
二
七
二
の
民
営
工
場
が
移
転
す
る
に
留

ま
っ
た
と
い
う
。
一
九
四
二
年
ま
で
に
工
場
数
は
一
九
三
八
年
の
五
倍
程
度
に
ま
で
増
加
す
る
が
、
生
産
規
模
拡
大
は
工
場
数
の
増
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加
に
比
し
て
緩
慢
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

　

国
民
政
府
の
主
な
物
資
輸
送
ル
ー
ト
に
関
し
て
、
盧
溝
橋
事
件
後
の
一
九
三
七
年
九
月
、
日
本
海
軍
が
中
国
大
陸
沿
岸
の
封
鎖
を

宣
言
し
た
の
に
対
し
、
国
民
政
府
は
国
内
物
流
の
動
脈
と
も
言
わ
れ
る
長
江
を
自
ら
封
鎖
し
つ
つ
、
そ
の
貿
易
の
中
心
を
上
海
か
ら

徐
々
に
南
に
移
行
さ
せ
た
。
同
年
一
二
月
以
降
、
内
陸
部
に
首
都
機
能
を
移
転
し
た
国
民
政
府
は
、
粤
漢
、
広
九
鉄
道
等
を
通
じ
た

香
港
を
中
心
と
す
る
貿
易
ル
ー
ト
を
構
成
し
て
い
た
が
、
一
九
三
八
年
一
〇
月
の
武
漢
に
続
く
広
東
の
陥
落
に
よ
り
粤
漢
、
広
九
鉄

道
の
利
用
の
途
を
阻
止
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
国
民
政
府
は
さ
ら
な
る
ル
ー
ト
開
拓
に
よ
り
寧
波
、
温
州
、
雷
州
、
北
海
、
龍
州
、

蒙
自
等
を
主
要
な
貿
易
の
拠
点
と
し
、
こ
れ
ら
の
拠
点
か
ら
香
港
を
中
継
地
に
活
発
な
貿
易
活
動
を
開
始
し
た）（（（
（

。
こ
の
間
、
寧
波
の

貿
易
額
は
一
九
三
六
年
の
一
八
五
万
元
か
ら
一
九
三
九
年
に
は
一
、一
四
八
万
元
、
一
九
四
〇
年
に
は
四
、三
八
九
万
元
ま
で
増
加
し
、

温
州
の
貿
易
額
も
一
九
三
六
年
の
六
〇
万
元
か
ら
一
九
四
〇
年
に
は
一
、〇
〇
四
万
元
へ
と
増
加
し
た
が
、
対
し
て
、
日
本
軍
は
一

九
四
〇
年
七
月
、
杭
州
湾
等
へ
の
第
三
国
船
の
入
港
を
禁
止
し
、
さ
ら
に
同
年
一
二
月
に
は
浙
江
省
及
び
福
建
省
の
沿
岸
を
封
鎖
し

た
）
（（（
（

。

　

ま
た
、
国
民
政
府
に
対
す
る
米
英
か
ら
の
援
助
物
資
の
輸
送
に
使
用
さ
れ
て
い
た
主
な
ル
ー
ト
に
は
「
仏
印
ル
ー
ト
」
と
「
ビ
ル

マ
ル
ー
ト
」
が
あ
っ
た
。
前
者
は
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
（
仏
印
）
の
ハ
イ
フ
ォ
ン
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
物
資
を
ハ
ノ
イ
経
由
で
滇

越
鉄
道
に
よ
り
雲
南
省
昆
明
ま
で
輸
送
す
る
ル
ー
ト
で
、
当
時
一
か
月
あ
た
り
の
輸
送
量
は
一
万
六
、〇
〇
〇
ト
ン
か
ら
一
万
七
、〇

〇
〇
ト
ン
と
推
測
さ
れ
た
が
、
一
九
四
〇
年
九
月
、
日
本
軍
の
北
部
仏
印
進
駐
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
た
。
後
者
は
当
時
イ
ギ
リ
ス
領

で
あ
っ
た
ビ
ル
マ
（
現
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
の
ラ
ン
グ
ー
ン
（
現
ヤ
ン
ゴ
ン
）
に
陸
揚
げ
し
た
物
資
を
ラ
シ
オ
ま
で
鉄
道
で
運
び
、
さ
ら
に

ト
ラ
ッ
ク
で
昆
明
ま
で
運
ぶ
輸
送
路
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
日
本
側
の
申
入
れ
に
よ
り
一
九
三
九
年
七
月
か
ら
三
か
月
間
封

鎖
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
再
開
し
、
最
終
的
に
日
本
軍
に
よ
る
一
九
四
二
年
三
月
の
ラ
ン
グ
ー
ン
占
領
、
翌
四
月
末
の
ラ
シ
オ
攻
略
で

遮
断
さ
れ
た）（（（
（

。
な
お
、
こ
う
し
た
所
謂
「
援
蒋
ル
ー
ト
」
に
は
ソ
連
か
ら
中
国
西
北
部
へ
の
物
資
輸
送
ル
ー
ト
も
存
在
し
た
が
、
一
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九
四
一
年
六
月
の
独
ソ
戦
開
始
以
降
、
ソ
連
か
ら
の

援
助
物
資
は
途
絶
え
が
ち
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。

　

こ
の
時
期
の
国
民
政
府
の
物
資
輸
送
環
境
を
図
示

し
た
も
の
と
し
て
、
当
時
日
本
側
が
作
成
し
て
い
た

「
奥
地
向
援
蒋
物
資
輸
送
経
路
」（
図
表
１
を
参
照
）

に
は
、
当
時
国
民
政
府
が
使
用
し
て
い
た
主
な
物
資

輸
送
ル
ー
ト
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
図
は
久

我
成
美
在
ラ
ン
グ
ー
ン
領
事
の
「
支
那
向
軍
需
品
ニ

関
ス
ル
件
」
と
題
す
る
一
九
四
〇
年
六
月
一
二
日
付

電
報
と
一
緒
に
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る）（（（
（

。

　
（
２
）　

戦
時
に
お
け
る
貿
易
管
理

　

次
に
、
国
民
政
府
が
実
施
し
た
物
資
の
搬
出
入
管

理
を
含
む
戦
時
統
制
の
動
向
に
つ
い
て
、
盧
溝
橋
事

件
後
、
国
民
政
府
は
戦
時
経
済
の
た
め
の
組
織
整
備

に
着
手
す
る
と
と
も
に
、
戦
区
が
拡
大
す
る
中
で
日

本
側
製
品
の
流
入
や
物
品
に
よ
る
利
敵
行
為
を
防
止

す
る
た
め
の
貿
易
管
理
を
開
始
し
た
。
一
九
三
七
年

図表１：奥地向援蒋物資輸送経路

出典：JACAR Ref. B02030610800 外務省記録「支那事変関係一件／各国武器供給関係／
緬甸並香港経由援蒋物資輸送禁絶関係第二巻」（外務省外交史料館蔵）
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一
二
月
二
二
日
、「
戦
時
農
鉱
工
商
管
理
条
例
」
が
公
布
さ
れ
、
こ
の
条
例
に
基
づ
い
て
軍
事
委
員
会
の
下
に
貿
易
調
整
委
員
会
、

農
業
調
整
委
員
会
及
び
工
鉱
業
調
整
委
員
会
が
創
設
さ
れ
た
。
一
九
三
八
年
一
月
、
戦
時
経
済
の
主
体
と
し
て
行
政
院
経
済
部
が
新

設
さ
れ
る
と
と
も
に
、
貿
易
部
門
は
軍
事
委
員
会
か
ら
新
た
に
財
政
部
の
統
括
下
に
移
さ
れ
、
財
政
的
見
地
に
基
づ
く
国
家
全
般
の

統
制
管
理
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
た
一
九
三
八
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
外
国
為
替
管
理
法
に
よ
る
輸
入
許
可
制
度
と
輸
出
為
替

集
中
政
策
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
戦
区
が
拡
大
す
る
中
で
日
本
側
製
品
（
日
貨
）
の
流
入
増
加
や
闇
相
場
利
用
等
が
問
題
と

な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
一
九
三
八
年
一
〇
月
末
、
国
民
政
府
は
「
査
禁
日
貨
条
例
」
を
公
布
し
、「
敵
国
及
び
そ
の
植
民
地
委
任
統

治
地
の
貨
物
」
の
輸
入
及
び
輸
送
販
売
を
一
律
禁
止
し
た
。
ま
た
同
月
末
、「
国
内
物
品
に
よ
る
利
敵
行
為
」
の
取
締
り
と
処
分
に

つ
い
て
規
定
し
た
「
禁
運
資
敵
物
品
条
例
」
も
公
布
さ
れ
、「
凡
そ
国
内
物
品
で
敵
の
実
力
を
増
大
さ
せ
る
に
十
分
な
も
の
」
を

「
敵
国
及
び
そ
の
植
民
地
或
い
は
委
任
統
治
地
」、「
そ
れ
以
外
で
す
で
に
敵
に
よ
っ
て
暴
力
的
統
制
を
受
け
て
い
る
地
方
」
に
輸
出

す
る
こ
と
を
一
律
禁
止
し
た）（（（
（

。
具
体
的
な
禁
止
対
象
品
目
と
し
て
、
国
民
政
府
経
済
部
は
前
後
し
て
八
〇
品
目
余
り
を
公
布
し
た
が
、

そ
れ
ら
は
主
に
石
炭
、
塩
、
鉱
物
資
源
等
の
軍
需
品
及
び
そ
の
製
造
に
用
い
る
物
資
や
、
桐
油
、
皮
革
、
豆
類
等
の
輸
出
に
よ
り
外

貨
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
な
物
資
で
あ
っ
た）（（（
（

。

　

一
九
三
九
年
七
月
以
降
に
は
、
輸
入
貿
易
統
制
の
強
化
（
一
九
三
九
年
七
月
一
日
「
非
常
時
期
禁
止
進
口
物
品
辦
法
」
等
）
や
輸
出
貿

易
の
国
営
化
（
桐
油
、
茶
葉
、
豚
毛
及
び
鉱
産
物
の
国
家
機
関
に
よ
る
統
一
的
収
買
、
運
輸
及
び
輸
出
）
が
実
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

当
時
大
本
営
陸
軍
部
は
、
国
民
政
府
に
よ
る
こ
う
し
た
貿
易
管
理
は
「
輸
入
制
限
︱
輸
出
増
加
︱
外
貨
獲
得
︱
法
幣
ノ
安
定
︱
軍
需

品
輸
入
力
確
保
︱
抗
戦
力
ノ
増
強
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
推
進
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
と
見
て
い
た）（（（
（

。
ち
な
み
に
、
前
記
の

「
非
常
時
期
禁
止
進
口
物
品
辦
法
」
は
日
本
側
製
品
だ
け
で
な
く
、
第
三
国
か
ら
の
贅
沢
品
や
消
耗
品
の
輸
入
を
制
限
す
る
も
の
で

あ
り
、
合
計
一
六
八
品
目
に
及
ぶ
輸
入
禁
止
物
品
に
は
、
洋
酒
、
化
粧
品
、
装
飾
品
、
玩
具
、
楽
器
、
香
料
等
抗
戦
及
び
人
民
生
活

に
と
っ
て
無
益
な
純
粋
贅
沢
品
、
ナ
マ
コ
、
糖
類
、
肉
類
の
缶
詰
、
野
菜
、
生
糸
・
人
絹
及
び
そ
の
製
品
等
戦
時
生
活
必
需
品
で
な
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く
国
内
で
の
代
用
品
調
達
が
可
能
な
も
の
、
木
材
等
贅
沢
品
で
は
な
い
が
輸
入
額
が
特
に
大
き
い
も
の
、
輸
入
量
が
膨
大
で
あ
り
国

内
の
植
物
油
に
よ
る
代
替
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
灯
油
、
奢
侈
な
綿
製
品
等
が
含
ま
れ
て
い
た
。
斉
春
風
に
よ
れ
ば
、
第
三
国
か
ら
の

贅
沢
品
や
消
耗
品
に
対
す
る
輸
入
規
制
は
早
く
か
ら
必
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
第
三
国
商
人
か
ら
の
働
き
か
け
等
の
た
め
に

国
民
政
府
は
な
か
な
か
実
行
に
移
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う）（（（
（

。

　

そ
の
後
、
国
民
政
府
と
外
部
と
を
結
ん
だ
物
資
輸
送
ル
ー
ト
、
特
に
「
ビ
ル
マ
ル
ー
ト
」
が
日
本
軍
に
よ
っ
て
封
鎖
さ
れ
る
と
、

国
民
政
府
の
支
配
地
域
で
は
物
不
足
が
深
刻
化
し
、
必
要
な
物
資
を
獲
得
す
る
た
め
に
域
内
へ
の
物
資
搬
入
に
対
す
る
制
限
を
緩
和

す
る
動
き
が
出
現
す
る
。「
ビ
ル
マ
ル
ー
ト
」
が
一
九
四
〇
年
七
月
か
ら
三
か
月
間
封
鎖
さ
れ
た
時
期
に
す
で
に
こ
う
し
た
動
き
が

見
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
条
例
と
い
う
形
に
な
る
の
は
日
本
軍
に
よ
る
ラ
ン
グ
ー
ン
占
領
後
ま
も
な
い
一
九
四
二
年
五
月

一
一
日
に
公
布
さ
れ
た
「
戦
時
管
理
進
口
物
品
条
例
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
条
例
に
よ
り
、
お
よ
そ
軍
需
物
品
、
日
用
必
需
品
に
属

す
る
も
の
及
び
こ
れ
ま
で
禁
輸
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
絹
製
品
、
毛
織
物
、
印
刷
用
紙
等
に
つ
い
て
、
ど
こ
の
国
や
国
内
の
地
域
か

ら
の
輸
入
で
あ
る
か
は
不
問
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入
を
一
律
許
可
す
る
と
さ
れ
、
条
例
公
布
後
、
輸
入
禁
止
物
品
は
五
九

品
目
ま
で
削
減
さ
れ
た）（（（
（

。
な
お
、
輸
出
面
で
は
、
同
条
例
は
生
糸
、
羊
毛
、
豚
毛
、
桐
油
、
茶
葉
等
の
輸
出
物
品
に
つ
い
て
、
政
府

機
関
等
が
必
要
と
す
る
分
を
除
い
た
余
剰
分
の
購
入
、
販
売
を
奨
励
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
戦
時
法
規
の
制
定
と
並
行
し
て
、
国
民
政
府
は
「
密
輸
」
の
取
締
り
を
実
際
に
行
う
た
め
の
組
織
強
化
に
も
取
り
組
ん

で
い
た
。
一
九
三
九
年
三
月
、
国
民
政
府
は
「
戦
区
各
地
洋
土
貨
緝
私
稽
徴
弁
法
」
を
公
布
し
、
戦
闘
地
域
付
近
の
水
陸
貨
物
輸
送

の
要
所
に
お
い
て
、
海
関
に
よ
り
物
品
の
検
査
や
徴
税
を
行
う
「
稽
徴
処
所
」
を
設
置
す
る
よ
う
規
定
し
、
現
地
物
品
や
輸
入
物
品

の
非
合
法
な
輸
送
を
取
り
締
ま
ら
せ
た
。
同
年
八
月
、「
防
止
水
陸
私
運
特
種
物
品
進
出
口
弁
法
」
を
実
施
し
、
輸
送
用
の
航
空
機

や
軍
用
・
公
用
・
商
用
・
私
用
の
水
陸
輸
送
機
器
は
海
関
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
憲
政
司
令
部
の
憲
兵
及
び
財

政
部
の
税
務
警
察
が
海
関
の
取
締
り
を
支
援
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
戦
線
が
長
く
な
り
戦
区
も
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
海
関
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の
機
構
や
人
力
で
は
取
締
り
を
行
う
の
に
不
十
分
と
な
っ
た
た
め
、
一
九
四
〇
年
一
月
以
降
、
国
民
政
府
財
政
部
は
華
中
を
含
む
全

国
八
か
所
に
「
戦
区
貨
運
稽
査
所
」
を
設
置
し
、
貨
物
運
送
の
検
査
、
関
税
の
追
加
徴
収
及
び
海
関
が
執
行
す
る
「
対
敵
経
済
封

鎖
」
を
支
援
す
る
こ
と
を
そ
の
任
務
と
し
た）（（（
（

。

　
「
密
輸
」
の
取
締
り
に
関
与
し
た
機
関
に
は
、
海
関
や
「
戦
区
貨
運
稽
査
所
」
以
外
に
塩
務
、
税
務
、
専
売
機
関
、
戦
区
の
対
敵

経
済
封
鎖
委
員
会
、
経
済
遊
撃
隊
等
が
あ
っ
た
が
、
一
九
四
〇
年
一
月
、
国
民
政
府
は
「
統
一
検
査
弁
法
」
を
制
定
し
、
海
関
が
設

置
さ
れ
て
い
る
地
域
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
各
種
検
査
の
実
施
を
海
関
に
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
海
関
が
未
設
置

の
地
域
に
お
い
て
は
、
同
地
域
の
最
高
行
政
官
署
は
各
機
関
が
検
査
を
実
施
す
る
た
め
の
共
同
の
検
査
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
た
。
斉
春
風
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
各
取
締
機
関
の
間
で
腐
敗
や
利
害
衝
突
が
顕
在
化
し
た
こ
と
に
対
す
る
措
置
で
あ
り
、

当
時
の
背
景
と
し
て
、
戦
時
の
物
価
は
地
域
間
格
差
が
大
き
く
、「
密
輸
」
を
取
り
締
ま
る
側
も
手
数
料
や
罰
金
の
徴
収
に
よ
っ
て

「
密
輸
」
同
様
に
大
き
な
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
中
央
及
び
地
方
の
各
機
関
は
次
々
と
関
所
を
設
け
、
取
締
り
を
名
目

と
し
た
金
品
の
巻
上
げ
や
、
各
機
関
の
間
で
の
利
害
衝
突
が
頻
繁
に
発
生
し
て
い
た
と
い
う）（（（
（

。

　

こ
う
し
た
「
密
輸
」
を
め
ぐ
る
各
方
面
の
動
き
に
対
す
る
考
察
に
入
る
前
に
、
物
資
の
統
制
管
理
の
前
提
と
な
る
法
制
や
統
計
が

必
ず
し
も
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
東
亜
研
究
所
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
九
年
四

月
に
出
版
さ
れ
た
『
戦
時
糧
食
問
題
』
は
「
食
糧
運
送
販
売
機
構
の
統
制
と
食
糧
統
制
」
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
、
食
糧
管

理
に
お
い
て
手
続
き
や
組
織
面
に
粗
雑
さ
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
政
府
は
既
に
食
糧
資
敵
治
罪
条
例
及
び
戦
時
食
料
管
理
条
例
を
頒
布
し
て
居
り
、
各
地
に
は
又
食
糧
調
節
機
関
が
設
立
さ
れ
、
名
称
が
異

り
範
囲
が
不
同
で
も
そ
の
用
意
は
一
な
の
で
あ
る
。
抗
戦
力
を
強
化
し
軍
需
民
食
を
調
節
す
る
た
め
に
、
食
糧
を
敵
に
資
す
る
の
を
防
止
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
条
例
及
び
機
関
は
必
須
の
も
の
で
あ
る
し
、
亦
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
今
回
初
め
て
行
は
れ
た
の
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で
あ
る
か
ら
、
循
ふ
べ
き
成
文
が
な
い
と
各
々
が
勝
手
な
振
舞
を
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
米
商
石
祖
福
は
上
海
民
食
調
節
会
の
命
に

応
じ
て
、
冬
日
常
熟
か
ら
船
十
二
艘
を
傭
う
て
米
二
千
四
百
九
十
余
担
を
積
込
ん
で
上
海
に
赴
き
、
莫
城
を
過
ぎ
常
熟
で
抑
留
せ
ら
れ
、

屡
々
上
海
市
社
会
局
を
経
て
民
庁
に
通
電
し
た
が
未
だ
釈
放
せ
ら
れ
ず
、
又
上
海
市
商
会
は
江
蘇
省
政
府
及
び
常
熟
県
政
府
に
電
し
、
上
海

民
食
会
は
代
表
を
常
熟
に
派
遣
し
て
釈
放
を
要
求
し
た
が
、
手
続
が
繁
累
な
た
め
埒
が
あ
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
く
組
織
が
粗
雑
な

た
め
機
構
の
運
用
が
う
ま
く
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る）

（（（
（

」。

　

ま
た
、
同
資
料
に
よ
れ
ば
、『
戦
時
糧
食
問
題
』
は
「
抗
戦
期
中
四
川
食
糧
管
理
の
我
見
」
と
し
て
以
下
の
と
お
り
述
べ
、
食
糧

生
産
量
等
の
統
計
が
十
分
に
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、
そ
の
背
景
に
は
民
衆
の
知
識
不
足
や
観
念
の
不
在
が
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て

い
る
。
ド
イ
ツ
は
欧
戦
の
時
に
全
国
の
食
糧
の
生
産
と
消
費
を
統
制
管
理
す
る
の
み
な
ら
ず
、「
食
糧
を
集
中
し
て
公
売
局
を
設
立

し
、
食
糧
を
販
売
し
、
私
人
に
は
完
全
に
小
売
買
を
許
さ
な
か
つ
た
故
に
、
食
糧
不
足
の
国
で
あ
り
乍
ら
各
国
と
四
年
の
久
し
き
に

わ
た
つ
て
抗
戦
し
え
た
の
で
あ
る
」。「
我
国
で
公
売
局
を
設
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
、
我
が
国
食
糧
の
生
産
量
が
多
大
で
あ
り
、

我
が
人
口
が
多
く
し
て
、
し
か
も
我
が
土
地
の
生
産
力
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
重
要
な
要
因
が
一
も
把
握
せ
ら
れ
て
ゐ

な
い
た
め
で
あ
る
。
故
に
わ
れ
ら
は
ド
イ
ツ
を
倣
ね
て
全
国
の
食
糧
を
集
中
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
、
政
治
上
の
一
大
欠
点
で

あ
り
、
又
我
が
国
民
衆
の
食
糧
に
対
す
る
知
識
の
水
準
が
甚
だ
低
く
し
て
、
食
糧
の
管
理
統
制
に
対
し
て
そ
の
意
義
を
深
く
且
明
確

に
認
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
は
つ
き
り
と
強
硬
手
段
を
も
つ
て
食
糧
を
集
中
し
、
食
糧
を
管
理
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
の
で
あ
る
」。「
現
在
の
市
況
調
査
よ
り
食
糧
の
管
理
を
は
か
る
の
は
不
可
能
」
で
あ
り
、
第
一
の
点
は
「
現
在
の
調
査

は
只
少
数
の
都
市
を
注
意
し
て
大
多
数
の
農
村
を
忽
に
し
て
居
り
、
都
市
所
有
の
食
糧
に
つ
い
て
も
我
々
は
完
全
に
熟
知
す
る
法
が

な
い
の
に
、
況
ん
や
農
村
に
於
て
を
や
、
わ
れ
ら
が
得
た
数
字
は
五
割
引
し
て
も
不
足
し
て
居
り
（
か
り
に
都
市
の
食
糧
が
全
量
の
二

分
の
一
を
占
め
る
と
假
定
し
、）
更
に
そ
の
他
の
省
略
さ
れ
た
都
市
が
あ
り
、
そ
の
差
額
は
甚
大
な
も
の
が
あ
る
か
ら
」
で
あ
る
。
第

二
の
点
は
「（
一
）
我
国
一
般
人
は
数
字
に
対
し
て
明
確
な
観
念
が
な
い
こ
と
。（
二
）
商
店
は
故
意
に
カ
ー
ド
を
乱
し
て
記
入
し
た
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り
或
は
記
入
し
な
か
つ
た
り
、
帳
簿
を
用
ひ
な
か
つ
た
り
す
る
た
め
︱
︱
こ
れ
は
用
ひ
な
い
の
で
は
な
く
て
我
々
に
見
せ
な
い
の
で

あ
る
︱
︱
そ
の
集
積
し
た
米
糧
に
も
誰
も
告
訴
す
る
も
の
な
く
、
得
た
も
の
は
僅
々
外
面
上
の
目
の
及
ぶ
範
囲
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
こ

と
。（
三
）
購
入
が
甚
だ
多
く
て
も
甚
だ
少
い
と
謂
ひ
、
或
る
者
は
購
入
し
た
が
売
却
し
た
と
云
ひ
、
場
に
居
あ
は
せ
な
け
れ
ば
明

確
に
す
る
方
法
が
な
い
た
め
、
其
の
実
地
に
貯
蔵
し
て
お
い
て
毎
月
の
消
費
若
干
と
云
ふ
、
こ
の
点
が
不
精
確
で
あ
る
こ
と
。（
四
）

糧
秣
商
が
あ
つ
て
も
各
地
で
買
入
れ
、
い
づ
れ
も
計
ら
ず
に
農
村
に
放
置
し
て
お
き
、
一
度
相
場
が
好
転
す
る
と
売
却
し
て
し
ま
ひ
、

誰
も
知
り
え
な
い
こ
と
。（
五
）
一
石
米
を
十
石
米
と
寫
し
て
ゐ
る
が
如
き
カ
ー
ド
記
入
上
の
錯
誤
等
で
あ
る
」。
そ
し
て
、
第
三
の

点
は
「
生
産
量
の
不
明
白
と
消
費
量
の
不
明
白
で
あ
る
、
根
本
的
に
は
現
在
の
混
沌
と
し
た
状
況
の
下
よ
り
の
調
査
は
容
易
に
簡
単

に
ゆ
か
な
い
こ
と
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
譬
へ
ば
今
日
米
が
あ
つ
て
我
々
が
米
三
噸
を
食
ひ
、
明
日
米
が
な
く
て
二
噸
を
食
ひ
、
以

後
ず
つ
と
二
噸
食
ふ
と
す
る
と
、
我
々
は
消
費
量
を
三
噸
と
計
算
す
る
が
、
こ
こ
に
多
少
の
出
入
が
あ
る
、
之
に
反
す
る
場
合
も
か

く
の
如
く
で
あ
る
。
か
く
し
て
生
産
状
況
と
消
費
状
況
が
全
く
明
白
に
な
ら
な
い
前
は
、
公
平
を
期
し
管
理
の
宜
し
き
を
う
る
筈
が

な
い
の
で
あ
る）（（（
（

」。

　

二
．「
敵
貨
」
の
流
入
と
禁
輸
物
品
の
流
出

　
（
１
）　
「
敵
貨
」
の
流
入

　

国
民
政
府
に
よ
る
貿
易
管
理
の
実
状
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
資
料
を
見
て
い
く
と
、
国
民
政
府
の
意

向
に
反
し
て
「
密
輸
」
が
問
題
と
な
る
規
模
で
発
生
し
て
い
た
様
子
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
当
時
の
「
密
輸
」
に
は
禁
輸
物
品

の
輸
送
と
脱
税
が
あ
っ
た
が
、
特
に
禁
輸
物
品
の
輸
送
と
し
て
問
題
視
さ
れ
て
い
た
も
の
に
「
敵
貨
」
の
流
入
が
あ
る
。
一
九
四
〇

年
六
月
、
四
川
省
政
府
は
三
峡
実
験
区
署
に
対
し
て
発
出
し
た
訓
令
の
中
で
、
国
民
政
府
支
配
地
域
に
お
け
る
日
本
側
製
品
の
流
入

状
況
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
…
…
凶
暴
な
敵
は
、
軍
事
的
な
即
決
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
ま
た
も
や
経
済
破
壊
に
よ
る
悪
辣
な
計
画
を
実
施
し
、
以
華
制
華
、

以
戦
養
戦
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
図
ら
ず
も
不
肖
な
悪
徳
商
人
が
お
り
、
利
益
を
図
る
ば
か
り
で
愛
国
を
知
ら
ず
、
彼
等
が

販
売
す
る
敵
側
製
品
は
後
方
に
深
く
入
り
込
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
恥
知
ら
ず
な
軍
人
ら
の
そ
の
地
位
や
職
権
に
依
拠
し
た
放
任
、
隠
蔽
、

命
令
に
よ
り
、
敵
側
製
品
が
絶
え
間
な
く
輸
入
さ
れ
、
各
地
で
氾
濫
し
て
い
る
。
経
済
建
設
の
破
壊
や
抗
戦
へ
の
悪
影
響
と
い
う
意
味
で
こ

れ
ほ
ど
甚
だ
し
い
も
の
は
な
く
、
ひ
ど
く
憤
り
を
感
じ
て
や
ま
な
い
。
も
し
こ
れ
に
対
す
る
厳
格
な
取
調
べ
と
追
及
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、

そ
の
害
は
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う）

（（（
（

」。

　

こ
う
し
た
日
本
側
製
品
の
流
入
状
況
に
つ
い
て
、
四
川
省
政
府
が
同
政
府
民
政
庁
宛
に
発
出
し
た
一
九
四
一
年
一
月
付
の
電
報
の

中
に
も
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
、
日
本
側
製
品
が
少
な
く
な
い
規
模
で
流
入
し
て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

「
軍
事
委
員
会
弁
公
庁
特
検
処
か
ら
の
書
面
の
連
絡
に
よ
れ
ば
、
敵
側
は
海
関
及
び
郵
便
検
査
員
の
検
査
を
避
け
る
た
め
、
郵
便
書
留
や
鉛

封
を
施
し
た
小
包
を
し
ば
し
ば
利
用
し
て
お
り
、
厦
鼓
か
ら
漳
泉
の
悪
徳
商
人
と
結
託
し
て
大
量
の
敵
側
製
品
を
密
搬
入
し
て
各
地
へ
転
送

し
て
い
る
。
龍
岩
の
郵
便
検
査
員
が
五
月
か
ら
八
月
末
に
か
け
て
検
査
、
没
収
し
た
敵
側
製
品
は
一
万
元
余
り
に
相
当
し
た
。
龍
岩
と
い
う

一
角
が
四
か
月
の
間
に
輸
入
し
た
敵
側
製
品
は
こ
れ
ほ
ど
に
も
多
く
、
年
間
の
全
国
内
地
統
計
に
お
い
て
は
数
百
万
の
巨
大
な
影
響
が
生
じ

る
こ
と
に
な
る）

（（（
（

」。

　

斉
春
風
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
日
本
側
製
品
を
日
本
軍
占
領
地
域
内
で
販
売
す
る
こ
と
は
「
合
法
」
で
あ
っ
た
一
方
、
封
鎖
線
を
越

え
て
国
民
政
府
の
支
配
地
域
で
販
売
す
れ
ば
「
密
輸
」
と
し
て
取
締
り
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
両
地
域
の
境
界
線
周
辺
に
は

い
く
つ
か
の
「
密
輸
」
の
中
継
点
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。「
密
輸
」
に
よ
る
物
資
輸
送
の
中
心
地
と
し
て
繁
栄
し
た
中
継
点

に
は
湖
南
省
の
津
市
、
桃
林
、
河
南
省
と
安
徽
省
の
省
境
に
あ
る
漯
河
、
界
首
、
浙
江
省
の
三
墩
、
章
家
埠
、
広
東
省
の
蘆
苞
、
沙
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坪
、
沙
魚
涌
等
が
あ
っ
た
が
、
斉
春
風
は
特
に
典
型
的
な
事
例
と
し
て
河
南
省
と
安
徽
省
の
省
境
に
位
置
し
た
界
首
地
区
の
状
況
を

以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
国
民
政
府
軍
が
徐
州
か
ら
撤
退
し
た
後
、
天
津
と
南
京
（
浦
口
）
と
を
結
ぶ
「
津
浦
鉄
路
」
が
日

本
軍
に
よ
っ
て
修
復
さ
れ
る
と
、
大
量
の
日
本
側
製
品
が
安
徽
省
東
北
部
の
蚌
埠
と
山
東
省
中
西
部
の
済
南
（
帰
徳
）
に
集
ま
る
よ

う
に
な
っ
た
。
河
南
省
や
陝
西
省
等
の
商
人
ら
は
蚌
埠
の
日
本
側
製
品
を
「
密
輸
」
す
る
よ
う
に
な
り
、
蚌
埠
か
ら
河
南
・
陝
西
方

面
に
向
か
う
た
め
の
要
路
に
位
置
し
た
界
首
は
物
資
輸
送
の
中
継
点
と
し
て
繁
栄
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
三
九
年
二
月
頃
か
ら

界
首
の
西
門
外
に
小
規
模
経
営
の
行
商
人
が
現
れ
始
め
、
徐
々
に
大
資
本
家
が
仕
入
れ
や
運
搬
に
参
入
し
て
、
同
年
五
月
頃
に
は
製

品
の
保
管
仲
介
業
者
は
五
〇
余
り
と
な
り
、
さ
ら
に
翌
年
の
一
九
四
〇
年
五
月
に
は
一
五
〇
余
り
ま
で
増
加
し
た
。
界
首
は
各
地
の

行
商
人
の
間
で
商
売
の
「
聖
地
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
毎
日
何
千
何
万
の
商
人
が
訪
れ
た
。
大
部
分
の
貨
物
は
大
通
り
や
建
物

の
中
庭
に
積
ま
れ
、
一
人
の
商
人
が
数
人
の
顧
客
を
一
度
に
相
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
慌
た
だ
し
さ
で
あ
っ
た
。
一
九
四
〇
年
六

月
、
日
本
軍
の
駐
蚌
埠
特
務
機
関
の
長
が
殺
害
さ
れ
る
と
、
日
本
軍
は
蚌
埠
の
行
商
人
に
対
す
る
取
締
り
を
強
化
し
た
た
め
、
蚌
埠

で
活
動
す
る
行
商
人
の
数
は
減
少
し
、
界
首
の
商
業
に
も
影
響
が
見
ら
れ
た）（（（
（

。

　

蚌
埠
周
辺
地
域
で
の
「
敵
貨
」
流
入
に
対
す
る
日
本
側
調
査
機
関
の
見
方
と
し
て
、
す
で
に
第
一
章
で
も
取
り
上
げ
た
も
の
だ
が
、

興
亜
院
華
中
連
絡
部
が
「
秘
」
扱
い
で
作
成
し
た
「
占
領
地
区
ト
敵
遊
撃
地
区
ト
ノ
物
資
交
流
関
係
」
と
題
す
る
一
九
三
九
年
一
二

月
付
報
告
書
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

「
蚌
埠
ヲ
中
心
ト
ス
ル
物
資
流
動
ノ
現
状
ニ
於
テ
特
徴
的
ナ
現
象
ハ
敵
地
ヨ
リ
ノ
農
産
品
ノ
搬
出
ハ
戦
前
ニ
比
シ
激
減
シ
テ
シ
マ
ツ
タ
ガ
、

他
方
上
海
方
面
ヨ
リ
ノ
日
用
品
ノ
搬
入
ハ
依
然
ト
シ
テ
比
較
的
多
量
ニ
行
ハ
レ
ツ
ツ
ア
ル
一
事
デ
ア
ル
。
敵
地
ヘ
ノ
日
用
物
資
ノ
搬
入
ハ

種
々
ノ
方
法
ニ
ヨ
リ
可
ナ
リ
盛
ン
ニ
行
ハ
レ
テ
居
ル
コ
ト
ハ
予
想
ニ
難
ク
ナ
イ
」。「
敵
地
ニ
於
ケ
ル
遊
撃
隊
ノ
日
用
品
ノ
流
入
ニ
対
ス
ル
態

度
ハ
依
然
ト
シ
テ
日
貨
ノ
流
入
禁
止
ヲ
建
前
ト
シ
テ
居
ル
。
壽
県
、
六
安
方
面
ノ
一
部
遊
撃
隊
ハ
日
本
品
ヲ
見
分
ケ
ル
為
ノ
業
務
ヲ
『
貨
物
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検
査
所
』
デ
行
ヒ
、
又
五
河
方
面
デ
ハ
日
本
品
ニ
対
シ
テ
相
当
高
率
ナ
課
税
ヲ
行
ツ
テ
居
ル
事
実
ガ
皇
軍
ノ
五
河
入
城
後
明
瞭
ト
ナ
ツ
タ
」。

「
ケ
レ
共
、
現
状
ニ
於
テ
ハ
奥
地
ニ
日
用
品
カ
極
端
ニ
不
足
シ
急
激
ニ
自
給
自
足
モ
不
可
能
デ
ア
ル
為
、
事
実
上
ハ
日
貨
ト
雖
已
ム
ヲ
得
ズ

ト
シ
テ
、
寧
ロ
入
手
ニ
努
メ
テ
居
ル
如
ク
デ
ア
ル
。『
日
貨
抵
制
』
ノ
建
前
ノ
為
ニ
、
此
ノ
場
合
ニ
ハ
勿
論
税
金
ヲ
取
ツ
テ
居
ル
」。「
五
河

県
ノ
一
地
方
ニ
於
ケ
ル
例
ニ
ヨ
ル
ト
、
奢
侈
品
ト
目
サ
レ
ル
モ
ノ
ニ
ハ
十
割
以
上
ノ
税
金
ヲ
徴
シ
テ
居
タ
、
併
シ
遊
撃
区
デ
ハ
一
般
的
ニ
日

用
品
ノ
流
入
ヲ
制
限
シ
テ
居
ル
コ
ト
ハ
明
瞭
デ
、
或
地
方
デ
ハ
盛
ン
ニ
石
油
ノ
使
用
制
限
ヲ
布
告
シ
テ
居
ル
」。

　

な
お
、
同
報
告
書
に
よ
れ
ば
、「
一
口
ニ
遊
撃
隊
ト
称
ス
ル
モ
ノ
ノ
中
ニ
モ
、
共
産
系
ノ
『
新
四
軍
』
モ
ア
レ
バ
、
中
央
軍
、
広

西
軍
、
或
ハ
全
ク
ノ
地
方
土
匪
的
ナ
モ
ノ
モ
存
在
シ
、
彼
等
ノ
活
動
方
針
ハ
、
全
般
的
ニ
必
ス
シ
モ
統
一
サ
レ
ル
ニ
至
ツ
テ
ヰ
ナ

イ
」
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う）（（（
（

。

　

同
報
告
書
は
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
日
用
品
ノ
流
入
事
情
ノ
実
状
ニ
付
、
二
、
三
ノ
例
ヲ
述
ベ
テ
戦
前
ト
比
較
ス
ル
ト
、
綿
糸
ハ
戦
前
一
箇
年
（
民
国
二
十
六
年
）
約
七
千
俵

（
約
二
百
萬
元
）
程
度
ノ
モ
ノ
ガ
上
海
方
面
ヨ
リ
蚌
埠
ニ
移
入
サ
レ
テ
居
ル
ノ
ニ
対
シ
、
本
年
ハ
現
状
ヨ
リ
推
ス
ト
約
二
千
俵
程
度
ノ
移
入

ガ
行
ハ
レ
ル
見
込
デ
ア
リ
、
綿
布
ハ
民
国
二
十
六
年
約
六
十
萬
匹
（
七
百
萬
元
）
デ
ア
ツ
タ
モ
ノ
ガ
本
年
ハ
約
八
十
萬
匹
程
度
ニ
増
加
ス
ル

模
様
デ
、
石
油
ハ
戦
前
一
箇
年
二
百
八
十
萬
ガ
ロ
ン
程
度
ノ
移
入
ガ
本
年
ハ
一
月
ヨ
リ
五
十
九
萬
ガ
ロ
ン
ガ
蚌
埠
ニ
流
入
シ
テ
居
ル
」。「
民

船
ノ
極
端
ナ
減
少
ヲ
見
ツ
ツ
ア
ル
現
在
ハ
小
量
ツ
ツ
人
ノ
肩
ニ
依
テ
運
バ
レ
ル
モ
ノ
ガ
多
ク
、
民
船
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
ハ
下
流
ノ
五
河
、
上
流
ノ

田
家
庵
迄
ハ
蚌
埠
ニ
存
在
ス
ル
長
淮
航
業
公
会
ノ
手
ニ
テ
運
バ
レ
、
夫
レ
ヨ
リ
先
ハ
リ
レ
ー
式
ニ
遊
撃
地
区
ノ
民
船
ニ
積
ミ
換
ヘ
ラ
レ
テ
運

バ
レ
テ
居
ル
。
更
ニ
今
流
入
系
路
ニ
於
ケ
ル
特
徴
的
ノ
現
象
ガ
ア
ル
夫
レ
ハ
一
度
蚌
埠
ニ
著
イ
タ
日
用
品
カ
再
ビ
津
浦
線
テ
北
上
シ
、
隴
海

線
ニ
積
ミ
換
ヘ
ラ
レ
テ
、
帰
徳
（
高
邱
）
ニ
荷
卸
サ
レ
、
帰
徳
ヨ
リ
毫
県
ニ
入
リ
、
夫
レ
ヨ
リ
更
ニ
奥
地
遊
撃
地
区
ニ
搬
入
セ
ラ
レ
ツ
ツ
ア

ル
事
実
デ
ア
ル
」。「
之
ハ
比
較
的
大
量
ノ
モ
ノ
デ
ア
ル
。
大
和
阜
陽
方
面
ヨ
リ
法
幣
ヲ
持
ツ
テ
商
品
化
入
ノ
為
来
蚌
シ
タ
商
人
ハ
殆
ン
ト
全

部
此
ノ
方
法
ヲ
用
ヒ
テ
居
ル
、
蚌
埠
市
内
ノ
比
較
的
大
規
模
ノ
綿
糸
布
商
店
ノ
前
ニ
ハ
、
商
邱
行
ト
書
カ
レ
タ
荷
物
カ
数
多
ク
見
ラ
レ
タ）

（（（
（

」。
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浙
江
省
の
杭
州
、
寧
波
、
温
州
か
ら
江
西
省
方
面
に
向
か
う
要
路
に
位
置
し
た
浙
江
省
中
部
の
金
華
も
重
要
な
「
密
輸
」
拠
点
で

あ
っ
た
。
金
華
は
山
脈
に
囲
ま
れ
た
金
衢
盆
地
の
東
端
と
い
う
地
理
的
条
件
に
あ
る
が
、
斉
春
風
が
一
九
四
二
年
前
後
の
資
料
を
用

い
て
ま
と
め
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
杭
州
周
辺
か
ら
富
春
江
等
の
水
路
を
通
じ
て
金
華
近
郊
の
蘭
渓
に
輸
送
す
る
ル
ー
ト
、

紹
興
か
ら
諸
曁
を
経
由
し
て
浙
贛
路
に
沿
っ
て
輸
送
す
る
ル
ー
ト
、
上
海
等
か
ら
海
運
で
一
旦
温
州
に
輸
送
し
、
さ
ら
に
温
州
か
ら

陸
路
で
輸
送
す
る
ル
ー
ト
等
に
よ
り
貨
物
が
金
華
に
集
め
ら
れ
、
貨
物
は
さ
ら
に
金
華
か
ら
「
大
後
方
」
へ
と
輸
送
さ
れ
て
い
た
。

金
華
に
は
「
国
茶
店
」
が
一
軒
あ
り
、
昼
間
は
仲
買
人
た
ち
が
集
中
す
る
場
所
と
な
っ
て
い
た
が
、
ど
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
も
日
本

側
製
品
の
サ
ン
プ
ル
が
あ
り
、
西
洋
薬
、
百
貨
か
ら
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ズ
、
衣
料
品
に
至
る
ま
で
す
べ
て
取
り
揃
っ
て
い
た
。
浙
贛

鉄
道
に
よ
る
交
通
便
の
良
さ
に
よ
り
、
湖
南
、
江
西
、
安
徽
か
ら
大
勢
の
商
人
が
金
華
に
集
ま
り
、
一
九
四
〇
年
七
月
か
ら
滇
緬
路

が
三
か
月
間
封
鎖
さ
れ
た
際
や
一
九
四
二
年
三
月
の
ラ
ン
グ
ー
ン
陥
落
以
降
に
お
い
て
は
、
滇
緬
路
で
活
動
し
て
い
た
商
人
も
金
華

に
身
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
り
、
一
時
期
大
量
の
資
金
が
重
慶
か
ら
金
華
に
移
動
し
、
金
華
に
あ
っ
た
二
八
〇
軒
余
り
の
宿
屋
が
す
べ

て
重
慶
商
人
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。「
囤
積
（
投
機
的
な
買
占
め
や
大
量
私
蔵
）」、「
密
輸
」
と
い
っ
た
商
売
は
金
華

の
人
々
が
真
剣
に
取
り
組
む
べ
き
仕
事
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
キ
ニ
ー
ネ
の
単
価
が
一
か
月
間
で
一
四
倍
余
り
に
高
騰
す
る
等
、

貨
物
需
要
が
一
時
的
に
激
増
し
て
物
価
が
急
上
昇
し
、
投
機
的
な
買
占
め
に
よ
っ
て
大
金
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
銀
行

や
遊
休
資
本
所
持
者
も
次
々
と
「
密
輸
」
や
「
囤
積
」
を
行
っ
た）（（（
（

。

　

長
江
中
流
域
に
お
け
る
物
資
の
主
要
な
集
散
地
で
あ
っ
た
漢
口
も
、
一
九
三
八
年
一
〇
月
に
日
本
軍
の
占
領
下
に
置
か
れ
た
後
、

日
本
側
製
品
「
密
搬
入
」
の
経
由
地
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
斉
春
風
が
ま
と
め
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
日
本
軍
占
領
下

に
置
か
れ
た
漢
口
に
は
、
長
江
下
流
域
の
工
場
で
生
産
さ
れ
た
日
本
側
製
品
が
長
江
の
水
運
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
き
て
お
り
、
こ
れ

ら
の
製
品
は
し
ば
し
ば
漢
口
か
ら
「
大
後
方
」
へ
と
「
密
輸
」
さ
れ
て
い
た
。
漢
口
か
ら
重
慶
・
四
川
方
面
へ
の
主
な
貨
物
輸
送
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ル
ー
ト
に
は
、
漢
水
（
漢
江
）
を
遡
っ
て
襄
樊
か
ら
老
河
口
を
経
由
し
、
さ
ら
に
人
夫
に
よ
り
湖
北
省
西
部
や
四
川
省
東
部
ま
で
輸

送
す
る
ル
ー
ト
、
沌
水
に
沿
っ
て
沙
市
に
到
達
し
、
そ
の
後
宜
昌
、
万
県
を
経
由
し
て
重
慶
に
向
か
う
ル
ー
ト
、
長
江
を
西
に
遡
り
、

洞
庭
湖
を
渡
っ
て
常
徳
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
湖
南
省
西
部
一
帯
に
輸
送
し
て
四
川
省
に
入
る
ル
ー
ト
等
が
あ
っ
た）（（（
（

。

　

こ
う
し
た
「
密
輸
」
の
規
模
に
関
す
る
各
研
究
機
関
の
推
計
値
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
が
、
戦
局
が
膠
着
状
態
に
入
っ
た
一
九
三

九
年
か
ら
大
規
模
な
「
密
輸
」
が
横
行
し
始
め
た
こ
と
が
当
時
指
摘
さ
れ
て
い
た
。「
密
輸
」
の
規
模
を
比
較
的
小
さ
く
見
積
も
っ

た
も
の
と
し
て
、
国
民
政
府
の
情
報
機
関
で
あ
る
中
央
調
査
統
計
局
特
殊
経
済
調
査
処
の
推
計
で
は
、
一
九
四
〇
年
に
お
け
る
「
密

輸
」
の
搬
出
入
額
は
月
平
均
で
約
一
〇
〇
万
元
、
年
間
約
一
、二
〇
〇
万
元
で
あ
り
、
一
九
三
九
年
も
ほ
ぼ
同
程
度
で
あ
っ
た
と
さ

れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
中
央
研
究
院
社
会
科
学
研
究
所
の
若
手
研
究
者
で
あ
っ
た
姚
曾
蔭
（
一
九
一
五
︲
一
九
八
八
年
）
は
、

一
九
四
二
年
初
の
「
金
融
知
識
」
創
刊
号
で
発
表
し
た
「
戦
時
大
後
方
の
貿
易
バ
ラ
ン
ス
」
と
い
う
論
稿
の
中
で
、
日
本
の
特
務
機

関
の
経
済
部
は
一
九
三
九
年
の
間
に
「
密
輸
」
さ
れ
た
日
本
側
製
品
は
約
一
・
三
億
元
に
及
ぶ
と
推
計
し
て
お
り
、
こ
の
推
計
値
の

方
が
よ
り
現
実
に
近
い
と
指
摘
し
た
。
ま
た
姚
曾
蔭
は
、
一
九
三
七
年
七
月
か
ら
一
九
三
八
年
末
ま
で
は
戦
線
が
移
動
し
た
た
め
に

大
規
模
な
「
密
輸
」
は
実
行
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
規
模
も
無
視
で
き
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、
一
九
三
九
年
以
降
戦
争
は
膠
着
状
態

と
な
り
、
大
規
模
な
「
密
輸
」
が
同
年
前
半
に
は
す
で
に
開
始
さ
れ
、
年
の
後
半
に
は
猛
威
を
ふ
る
う
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て

い
る）（（（
（

。

　

ま
た
、
必
ず
し
も
厳
密
な
推
計
方
法
で
は
な
い
が
、
当
時
日
本
側
が
公
表
し
た
日
本
の
対
中
国
輸
出
額
が
中
国
海
関
の
公
表
す
る

日
本
か
ら
の
輸
入
額
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
た
こ
と
も
、「
密
輸
」
の
規
模
の
大
き
さ
を
示
唆
す
る
関
連
事
実
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
た
。
資
源
委
員
会
経
済
研
究
室
研
究
員
で
「
淪
陥
区
」
経
済
研
究
の
専
門
家
で
あ
っ
た
鄭
伯
彬
は
、
一
九
四
五
年
の
自
著
の

中
で
、
日
本
政
府
が
公
表
し
た
日
本
の
対
中
輸
出
額
を
当
時
の
平
均
為
替
レ
ー
ト
で
日
本
円
か
ら
法
幣
元
に
換
算
し
、
こ
の
数
字
と

中
国
海
関
が
公
表
し
た
中
国
の
日
本
か
ら
の
輸
入
額
と
の
差
額
を
計
算
し
た
と
こ
ろ
、
一
九
三
八
年
は
前
者
が
三
・
三
六
億
元
、
後
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者
が
二
・
〇
九
億
元
で
差
額
は
す
で
に
一
・
二
七
億
元
に
及
び
、
中
国
海
関
が
公
表
す
る
日
本
か
ら
の
輸
入
総
額
の
六
〇
％
を
占
め

る
に
至
っ
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
三
九
年
は
前
者
が
四
・
九
七
億
元
、
後
者
が
三
・
一
三
億
元
で
差
額
は
一
・
八
四
億
元
、
一
九
四

〇
年
上
半
期
は
前
者
が
四
・
八
七
億
元
、
後
者
が
二
・
二
九
億
元
で
差
額
は
二
・
五
八
億
元
と
な
り
、
中
国
海
関
が
公
表
し
た
日
本

か
ら
の
輸
入
総
額
の
一
一
二
％
に
当
た
る
額
に
至
っ
て
い
た
。
鄭
伯
彬
は
こ
の
差
額
は
中
国
海
関
が
把
握
し
て
い
な
い
「
密
輸
」
に

よ
る
も
の
と
し
、
一
九
三
八
年
か
ら
一
九
四
〇
年
に
か
け
た
「
密
輸
」
の
拡
大
傾
向
を
指
摘
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
の
推
計
方
法

で
は
、
日
本
軍
占
領
地
域
内
で
生
産
・
消
費
さ
れ
た
部
分
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
斉
春
風
は
日
系
企
業
が
日
本
軍
占
領
地
域
内
で
生

産
し
た
製
品
も
少
な
く
な
い
規
模
で
流
入
し
て
い
た
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る）（（（
（

。

　
（
２
）　

禁
輸
物
品
の
流
出

　

日
本
側
製
品
の
流
入
に
加
え
て
、
国
民
政
府
支
配
地
域
か
ら
日
本
軍
占
領
地
域
へ
の
禁
輸
物
品
の
流
出
も
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

一
九
四
一
年
七
月
、
四
川
省
政
府
は
同
政
府
民
政
庁
に
対
す
る
訓
令
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
報
告
に
よ
れ
ば
、
敵

貨
と
禁
輸
物
品
に
よ
る
利
敵
行
為
に
対
す
る
取
締
り
は
実
施
以
来
す
で
に
明
ら
か
な
成
果
を
上
げ
て
い
る
が
、
不
肖
な
軍
人
や
政
府

関
係
者
の
間
で
し
ば
し
ば
非
合
法
な
金
儲
け
や
密
輸
の
隠
蔽
が
あ
る
た
め
に
、
敵
貨
は
尚
ま
だ
市
場
に
て
根
絶
さ
れ
て
お
ら
ず
、
我

方
の
物
資
を
用
い
た
利
敵
行
為
も
依
然
存
在
し
て
い
る）（（（
（

」。
物
資
流
出
に
関
す
る
よ
り
具
体
的
な
状
況
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、

一
九
三
九
年
八
月
、
寧
波
の
海
関
は
財
政
部
貿
易
委
員
会
に
対
し
て
、
銭
江
南
岸
に
て
多
量
の
桐
油
、
茶
、
麻
等
が
余
姚
（
寧
波
と

紹
興
の
間
に
位
置
）
か
ら
搬
出
さ
れ
、
澉
浦
、
黄
道
門
、
葫
芦
湾
等
へ
運
ば
れ
、
さ
ら
に
「
民
船
」
で
硖
石
（
上
海
と
杭
州
の
間
に
位

置
）
等
の
日
本
軍
占
領
地
域
に
輸
送
さ
れ
た
事
案
が
あ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る）（（（
（

。
こ
の
寧
波
の
海
関
に
よ
る
報
告
で
は
「
密

輸
」
さ
れ
た
物
資
の
生
産
地
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
盧
溝
橋
事
件
前
に
お
い
て
桐
油
は
四
川
・
湖
北
・
湖
南
、
茶
は
湖
北
・
湖

南
・
江
蘇
を
主
な
生
産
地
と
す
る
上
海
の
主
要
輸
出
品
で
あ
っ
た
が
、
盧
溝
橋
事
件
後
、
上
海
へ
の
移
入
が
大
き
く
減
少
し
て
い
た
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こ
と
が
日
本
側
で
報
告
さ
れ
て
い
た）（（（
（

。

　

先
に
取
り
上
げ
た
興
亜
院
華
中
連
絡
部
の
一
九
三
九
年
一
二
月
付
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
安
徽
省
及
江
蘇
省
北
部
地
方
に
お
け
る
物

資
流
出
状
況
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
、
流
出
が
目
立
っ
て
い
た
の
は
主
と
し
て
輸
出
向
物
資
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、「
輸
出
向
物
資

即
チ
豚
毛
、
卵
、
禽
毛
、
桐
油
、
腸
衣
、
茶
等
ニ
対
ス
ル
統
制
方
法
デ
ア
ル
ガ
、
之
等
ノ
商
品
ニ
対
ス
ル
処
置
ハ
重
慶
ヨ
リ
ノ
指
令

モ
ア
リ
、
原
則
的
ニ
ハ
蚌
埠
ヘ
ノ
流
出
ヲ
禁
止
シ
テ
ヰ
ル
ガ
、
安
徽
省
及
江
蘇
省
北
部
地
方
デ
ハ
環
境
上
容
易
ニ
原
則
通
ニ
実
行
出

来
ナ
イ
事
情
ニ
ア
ル
」。「
第
一
蚌
埠
以
外
ニ
適
当
ナ
ハ
ケ
口
ガ
ナ
イ
。
苦
労
シ
テ
遠
ク
奥
地
ニ
運
ヒ
込
ム
ト
シ
テ
モ
非
占
領
地
区
ノ

輸
出
港
迄
運
出
ス
ル
事
ハ
莫
大
ナ
運
賃
ヲ
要
ス
ル
事
デ
ア
リ
、
ソ
ン
ナ
危
険
ヲ
冒
シ
テ
運
出
ス
ベ
キ
輸
出
向
商
品
ガ
實
ハ
サ
シ
テ
大

量
ニ
ア
ル
譯
デ
ハ
ナ
イ
。
従
テ
此
ノ
種
ノ
商
品
ハ
少
量
ナ
ラ
バ
一
応
日
本
ノ
占
領
地
区
ニ
流
出
セ
シ
ム
ル
モ
或
程
度
已
ム
ヲ
得
ナ
イ

ト
考
ヘ
テ
ヰ
ル
モ
ノ
ノ
如
ク
デ
ア
ル
」。
但
し
、「
蚌
埠
デ
ノ
邦
商
ノ
買
付
相
場
ガ
其
ノ
時
ノ
上
海
市
場
ト
比
較
シ
テ
ヒ
ド
ク
低
率
デ

ア
ル
場
合
ハ
商
品
ヲ
蚌
埠
ニ
出
ス
代
リ
ニ
日
本
軍
ノ
駐
屯
シ
テ
ヰ
ナ
イ
水
路
ヤ
送
路
ヲ
ク
グ
ツ
テ
、
江
蘇
省
北
部
ヲ
通
過
シ
揚
子
江

ノ
江
陰
下
流
各
港
ノ
外
国
船
迄
運
搬
ス
ル）（（（
（

」。

　

続
い
て
、
同
報
告
書
は
以
下
の
と
お
り
述
べ
、
遊
撃
隊
に
と
っ
て
も
必
需
品
で
あ
っ
た
食
糧
や
軍
需
品
原
料
の
搬
出
に
対
し
て
は

比
較
的
厳
格
な
取
締
り
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

「
第
二
ハ
麦
、
豆
類
、
雑
穀
類
、
米
等
ノ
食
糧
品
ノ
禁
運
事
情
デ
ア
ル
。
之
モ
勿
論
原
則
ト
シ
テ
日
本
ノ
占
領
地
区
ヘ
ノ
搬
出
ヲ
厳
禁
シ
テ

居
ル
。
此
ノ
種
ノ
糧
食
農
産
品
ハ
淮
河
流
域
ノ
重
要
物
資
ニ
シ
テ
、
其
ノ
産
出
量
モ
非
常
ニ
大
量
デ
ア
ル
ダ
ケ
ニ
、
遊
撃
隊
側
ノ
『
物
資
統

制
』
ノ
努
力
ハ
主
ト
シ
テ
之
等
ノ
糧
食
農
産
品
ノ
上
ニ
注
ガ
レ
テ
居
ル
。
蚌
埠
ニ
出
廻
ル
小
麦
、
大
麦
、
豆
、
雑
穀
等
ノ
大
部
分
ハ
淮
河
ニ

依
ツ
テ
流
出
ス
ル
ノ
デ
ア
ル
ガ
、
現
在
、
上
流
ノ
正
陽
関
、
鳳
台
、
壽
県
下
流
ノ
盱
眙
等
ニ
於
ケ
ル
遊
撃
隊
ハ
淮
河
ノ
要
点
ニ
據
ツ
テ
『
貨

物
査
検
処
』
ヲ
設
置
シ
、
一
切
ノ
糧
食
品
ノ
流
出
ヲ
禁
ジ
抑
留
シ
、
蚌
埠
ニ
於
ケ
ル
之
等
商
品
ノ
価
格
騰
貴
ノ
程
度
ヲ
眺
メ
テ
少
量
ヅ
ツ
流
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出
セ
シ
メ
ツ
ツ
ア
ル
」。「
斯
ク
テ
蚌
埠
ニ
於
ケ
ル
農
産
品
ノ
価
格
ハ
常
ニ
高
率
ト
ナ
リ
、
上
海
方
面
商
人
ノ
買
付
ハ
採
算
上
カ
ラ
モ
尠
カ
ラ

ズ
困
難
ヲ
感
ジ
ツ
ツ
ア
ル
ト
謂
ハ
レ
テ
居
タ
」。「
糧
食
物
貨
ノ
蚌
埠
ヘ
ノ
流
出
ヲ
阻
止
ス
ル
為
ノ
最
適
切
ナ
ル
方
法
ト
シ
テ
、
遊
撃
隊
側
ハ

何
ヨ
リ
モ
先
ヅ
、
淮
河
民
船
ノ
蚌
埠
ヘ
ノ
航
行
禁
止
ヲ
行
ヒ
、
多
数
ノ
民
船
ヲ
正
陽
関
方
面
ニ
集
中
ス
ル
一
方
、
貨
物
ヲ
積
載
シ
タ
多
ク
ノ

航
行
船
ヲ
抑
留
シ
ツ
ツ
ア
ル
」。「
第
三
ハ
、
牛
皮
、
麻
、
棉
花
等
ノ
軍
需
品
原
料
タ
ル
物
資
ニ
対
ス
ル
統
制
ノ
実
状
デ
ア
ル
ガ
、
之
ハ
絶
対

ニ
日
本
側
ニ
渡
サ
ナ
イ
、
全
部
ノ
モ
ノ
ヲ
遊
撃
隊
ノ
手
ニ
収
メ
テ
直
接
彼
等
ノ
軍
用
材
料
ニ
供
ス
ル
カ
、
或
ハ
奥
地
ニ
運
ビ
込
ム
建
前
デ
ア

リ
、
此
ノ
種
ノ
禁
運
監
視
モ
主
ト
シ
テ
淮
河
ノ
本
支
流
通
路
ニ
於
テ
厳
格
ニ
行
ハ
レ
テ
居
リ
、
陸
路
ニ
依
ル
少
量
搬
出
カ
見
ラ
レ
ル
ノ
ミ
デ

ア
ル）

（（（
（

」。

　

し
か
し
同
時
に
、
同
報
告
書
は
、
一
部
の
遊
撃
隊
が
税
金
の
徴
収
に
よ
っ
て
搬
出
を
一
定
程
度
許
可
し
て
い
た
当
時
の
状
況
を
以

下
の
と
お
り
指
摘
し
て
い
る
。

「
各
種
物
資
ニ
対
ス
ル
、
遊
撃
区
ヨ
リ
ノ
搬
出
禁
止
ノ
実
状
ハ
大
体
以
上
ノ
如
ク
デ
ア
ル
ガ
、
各
地
遊
撃
隊
間
相
互
ノ
連
絡
ニ
ハ
以
前
ト
シ

テ
不
十
分
ナ
ル
モ
ノ
ガ
多
ク
、
督
察
隊
ノ
監
視
ノ
目
ノ
届
カ
ヌ
所
デ
ハ
矢
張
リ
税
金
ヲ
取
ツ
テ
少
量
ヅ
ツ
ノ
運
出
ヲ
許
可
シ
テ
居
ル
。
各
地

ニ
蟠
居
ス
ル
遊
撃
匪
ハ
中
央
ヨ
リ
軍
費
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
テ
居
ル
モ
ノ
ハ
少
ク
、
従
テ
費
用
ノ
捻
出
ハ
専
ラ
流
通
物
資
ニ
対
ス
ル
通
貨
税
ニ
依

ル
以
外
ニ
方
法
無
キ
現
状
ニ
ア
リ
、
遊
撃
隊
ト
自
称
ス
ル
多
ク
ノ
匪
団
ハ
競
ツ
テ
物
資
移
動
ノ
要
路
ニ
集
結
シ
テ
徴
税
ヲ
事
ト
ス
ル
傾
向
ガ

強
イ
、
有
力
遊
撃
隊
ノ
配
置
ヲ
見
ル
ト
、
何
レ
モ
物
資
ノ
通
路
ヲ
扼
シ
テ
蟠
居
シ
テ
居
ル
ト
謂
フ
事
ガ
ワ
カ
ル
。
重
要
物
資
ノ
出
廻
リ
期
ニ

於
ケ
ル
遊
撃
隊
ノ
移
動
集
結
ハ
事
実
顕
著
ナ
モ
ノ
ガ
ア
ル
」。「
各
物
資
ノ
搬
出
ニ
対
ス
ル
徴
税
ハ
至
ル
所
ニ
於
テ
盛
ニ
行
ハ
レ
テ
居
リ
、
税

金
ハ
通
行
税
、
搬
出
税
、
保
護
税
、
義
勇
費
等
各
種
ノ
名
称
ガ
使
用
サ
レ
テ
居
ル
ガ
、
其
ノ
税
率
ノ
一
定
シ
テ
居
ル
ノ
ハ
稀
デ
ア
ル
」。「
要

之
、
遊
撃
地
区
ニ
於
ケ
ル
物
資
統
制
乃
至
ハ
流
通
阻
止
ノ
実
状
ハ
必
ズ
シ
モ
其
ノ
活
動
ヲ
過
大
ニ
評
価
ス
ル
必
要
ハ
ナ
イ
ガ
、
其
ノ
方
法
ハ

最
近
次
第
ニ
組
織
化
サ
レ
強
化
サ
レ
ツ
ツ
ア
ル
事
ハ
注
目
ニ
値
ヒ
ス
ル
」。「
約
四
萬
担
ノ
許
昌
葉
煙
草
カ
蚌
埠
ニ
出
廻
ツ
タ
ガ
其
ノ
後
監
視

ト
統
制
ハ
大
イ
ニ
強
化
サ
レ
、
現
ニ
約
二
萬
余
担
、
正
陽
関
、
蒙
城
、
鳳
台
、
壽
県
等
ニ
厳
ニ
抑
留
サ
レ
タ
儘
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
ト
云
フ）

（（（
（

」。
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ま
た
、
現
実
と
し
て
、
少
な
く
な
い
地
域
で
食
糧
等
の
必
需
品
の
不
足
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
斉
春
風
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一

九
三
八
年
と
一
九
三
九
年
の
間
に
、
皖
北
だ
け
で
三
〇
〇
万
担
の
食
糧
が
「
密
輸
」
に
よ
り
日
本
軍
占
領
地
域
に
流
れ
て
お
り
、
こ

う
し
た
大
量
の
食
糧
流
出
に
よ
り
、
華
中
や
華
南
の
多
く
の
地
域
で
例
年
豊
作
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
食
糧
不
足
が
生
じ
る
と
い
っ

た
状
況
が
見
ら
れ
た
と
い
う）（（（
（

。
行
政
院
秘
書
処
が
財
政
部
に
対
し
て
一
九
四
一
年
一
〇
月
二
日
付
で
発
出
し
た
通
知
に
は
、
湖
南
省

側
か
ら
の
意
見
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
内
容
を
含
む
文
書
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
湖
南
省
の
棉
や
米
が
し
ば
し
ば
「
奸
商
」
に
よ
っ

て
搬
出
さ
れ
、
湖
南
省
の
一
部
の
地
域
で
棉
不
足
や
米
不
足
を
出
現
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
敵
貨
」
を
商
標
変
更
し
て

投
売
り
し
、
莫
大
な
利
益
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
大
量
の
「
敵
貨
」
が
し
ば
し
ば
機
に
乗
じ
て
漢
口
か
ら
岳
陽
経
由

で
南
県
ま
で
運
ば
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
後
方
」
で
は
「
緝
私
機
関
」
が
十
全
で
な
く
、「
密
輸
取
締
網
」
も
完
成
で
き

て
い
な
い
た
め
、
物
資
は
容
易
に
流
出
し
、「
敵
貨
」
は
容
易
に
「
密
搬
入
」
さ
れ
て
い
る
。
戦
区
の
貨
物
輸
送
の
要
路
に
近
接
し

た
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
軍
事
上
の
配
置
に
基
づ
き
な
が
ら
、
財
政
部
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
地
点
に
海
関
の
拠
点
や
「
貨
運
稽
査

分
支
隊
」
を
で
き
る
限
り
増
設
し
、「
密
輸
取
締
網
」
を
完
成
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る）（（（
（

。

　

中
国
共
産
党
側
の
見
方
で
は
あ
る
が
、
中
国
共
産
党
浙
南
特
委
に
よ
る
一
九
四
一
年
五
月
二
七
日
付
の
「
食
糧
闘
争
を
展
開
す
る

た
め
に
各
県
に
与
え
る
指
示
書
」
も
、
前
線
に
比
較
的
近
い
同
地
域
に
お
い
て
「
食
糧
大
恐
慌
」
が
発
生
し
て
い
た
当
時
の
状
況
を

以
下
の
よ
う
に
述
べ
、「
腐
敗
官
吏
」、「
地
主
」、「
悪
徳
商
人
」
等
に
よ
る
操
作
に
言
及
し
て
い
る
。

「
反
共
頑
固
派
の
逆
行
運
動
、
腐
敗
官
吏
、
地
主
及
び
悪
徳
商
人
（
中
文
：
奸
商
）
に
よ
る
操
作
、
独
占
及
び
不
正
流
出
（
中
文
：
漏
海
）、

敵
侵
略
軍
（
中
文
：
敵
寇
）
や
漢
奸
に
よ
る
陰
謀
と
利
用
等
々
の
原
因
に
よ
り
、
目
下
食
糧
の
大
恐
慌
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
食

糧
（
恐
慌
）
は
す
で
に
空
前
の
程
度
に
達
し
て
い
る
が
、
ま
だ
勢
い
が
盛
ん
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
金
が
有
っ
て
も
食
糧
を
買
え
ず
、
さ
ら
に
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あ
ら
ゆ
る
物
価
が
騰
貴
し
、
貨
幣
価
格
は
暴
落
し
、
大
部
分
の
民
衆
、
特
に
労
働
者
や
農
作
地
を
持
た
な
い
貧
民
は
す
で
に
金
も
食
糧
も
な

く
、
草
の
根
を
食
べ
て
腹
も
皮
だ
け
に
な
る
ほ
ど
餓
え
る
状
況
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
服
毒
自
殺
や
生
き

な
が
ら
餓
死
す
る
現
象
は
す
で
に
到
る
処
で
発
生
し
、
毎
日
の
よ
う
に
聞
か
れ
る
。
そ
の
た
め
、
目
下
の
食
糧
問
題
は
す
で
に
極
め
て
深
刻

な
政
治
問
題
で
あ
り
、
機
を
逸
せ
ず
に
解
決
で
き
れ
ば
、
抗
戦
に
と
て
も
有
利
で
あ
る
が
、
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
日
本
侵
略
軍
（
中
文
：

日
寇
）
と
漢
奸
、
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
悪
質
分
子
（
中
文
：
托
匪
）
及
び
あ
ら
ゆ
る
投
降
分
子
の
陰
謀
活
動
を
大
き
く
利
す
る
こ
と
に
な
る
」。

「
し
か
し
な
が
ら
、
権
力
を
握
っ
て
い
る
国
民
党
当
局
は
、
こ
の
深
刻
な
食
糧
恐
慌
に
対
し
て
民
衆
の
利
益
と
抗
戦
を
堅
持
す
る
立
場
に

立
っ
て
、
積
極
的
な
が
ら
も
適
当
な
解
決
を
与
え
る
こ
と
を
せ
ず
、
あ
れ
ら
の
国
家
と
民
族
の
利
益
を
顧
み
な
い
反
共
頑
固
派
は
逆
に
『
飢

民
』
政
策
を
と
っ
て
人
民
を
窮
地
に
置
く
こ
と
を
企
図
し
た
。
そ
れ
が
明
ら
か
な
事
実
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
、
前
方
の
軍
隊
に

供
す
る
と
い
う
名
目
（
抗
日
軍
隊
へ
の
供
給
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
）
で
到
る
処
で
穀
物
を
差
し
押
さ
え
、
一
〇
元
の
価
格
で
強
制
収
買

し
、
自
ら
が
安
価
な
飯
を
食
べ
、
買
占
め
と
不
正
流
出
に
よ
り
国
難
に
乗
じ
て
ぼ
ろ
儲
け
す
る
た
め
に
（
例
え
ば
瑞
安
の
呂
律
等
）、
特
に

永
嘉
の
張
宝
琛
は
人
民
が
餓
え
て
食
糧
の
な
い
状
況
に
お
い
て
、
更
に
『
餓
死
し
て
も
反
乱
民
に
は
な
ら
な
い
』
と
い
う
荒
唐
無
稽
の
提
議

を
行
っ
た
。
…
…
こ
れ
は
反
共
頑
固
派
が
食
糧
恐
慌
の
機
会
に
乗
じ
て
、
大
々
的
に
逆
行
活
動
を
行
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
お
り
、
ま
た
彼

等
に
は
良
心
も
人
と
し
て
の
道
徳
も
わ
ず
か
も
な
い
こ
と
を
充
分
に
表
し
て
い
る）

（（（
（

」。

　

さ
ら
に
、
流
出
が
目
立
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
輸
出
向
物
資
の
具
体
的
な
流
出
状
況
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
斉
春
風
の
研
究
に
よ

れ
ば
、
一
九
三
九
年
に
国
民
政
府
の
支
配
地
域
か
ら
搬
出
さ
れ
た
八
〇
万
箱
の
茶
葉
の
う
ち
、
四
分
の
一
が
日
本
軍
占
領
地
域
に

「
密
輸
」
さ
れ
て
お
り
、
桐
油
に
つ
い
て
は
、
広
西･

雲
南
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
を
経
由
し
た
ル
ー
ト
や
浙
江･

福
建
か
ら
海
口
を
経
由

し
た
ル
ー
ト
で
大
量
に
「
密
輸
」
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
湖
北･
安
徽
の
桐
油
は
前
線
を
経
由
し
て
「
密
輸
」
さ
れ
て
お
り
、

一
九
三
九
年
に
香
港
が
中
国
大
陸
か
ら
輸
入
し
た
三
七
・
二
万
公
担
の
う
ち
、
中
国
海
関
の
資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
た
の
は
約
三
〇

万
公
担
で
あ
り
、
そ
の
差
額
で
あ
る
七
・
二
万
公
担
が
「
密
輸
」
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う）（（（
（

。
実
際
、
日
本
軍
の
占
領
下

に
置
か
れ
た
物
資
の
主
要
集
散
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
漢
口
の
周
辺
に
お
い
て
、
軍
需
工
業
及
び
各
種
重
工
業
の
必
需
品
で
あ
っ
た
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「
桐
油
」
の
「
多
量
ノ
」「
密
輸
」
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
支
那
派
遣
軍
総
司
令
部
上
海
機
関
が
翻
訳
し
た
一
九
三
九
年
一
二
月
三
日

付
「
中
央
日
報
（
湖
南
省
寳
慶
）」
は
「
桐
油
ノ
漢
口
向
ケ
密
輸
厳
禁
」
と
題
し
て
以
下
の
よ
う
に
報
じ
て
い
た
。

「（
朱
陽
訊
）
既
報
ノ
如
ク
湖
南
省
政
府
ハ
桐
油
ガ
軍
需
工
業
及
各
種
重
工
業
ノ
必
需
品
ニ
シ
テ
抗
戦
前
途
ニ
関
係
ス
ル
コ
ト
甚
大
ナ
ル
ヲ
以

テ
各
県
政
府
ニ
禁
止
令
ヲ
発
シ
タ
ル
ガ
財
政
部
並
ニ
貿
易
局
ノ
来
翰
ニ
據
レ
最
近
多
量
ノ
桐
油
ガ
漢
口
向
ケ
密
輸
セ
ラ
レ
敵
ヲ
資
シ
ツ
ツ
ア

ル
ヲ
以
テ
昨
日
再
ビ
各
県
政
府
ニ
通
令
シ
厳
密
ニ
取
締
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ）

（（（
（

」。

　

長
江
流
域
か
ら
は
地
理
的
に
少
し
離
れ
る
が
、
関
連
動
向
と
し
て
、
四
川
・
湖
北
・
湖
南
を
主
な
生
産
地
と
す
る
桐
油
が
、
軍
需

用
金
属
と
し
て
禁
輸
物
品
に
指
定
さ
れ
て
い
た
タ
ン
グ
ス
テ
ン
と
と
も
に
主
要
な
「
香
港
及
澳
門
向
輸
出
物
資
」
と
な
っ
て
い
た
こ

と
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
華
南
で
活
動
し
て
い
た
波
集
団
司
令
部
の
一
九
四
一
年
一
〇
月
一
日
付
資
料
は
、
一
九
四
一
年
八
月
三

〇
日
付
「
華
人
日
報
」
掲
載
記
事
が
以
下
の
よ
う
に
報
じ
て
い
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

「
珠
江
、
三
角
洲
ノ
陥
落
区
ノ
河
川
ハ
縦
横
ニ
流
レ
中
山
、
前
山
等
ヲ
中
心
ト
ス
ル
密
輸
ノ
主
要
ナ
ル
経
路
ハ
三
埠
ヨ
リ
新
会
ノ
崖
門
及
白

蕉
磨
刀
門
ヲ
経
テ
澳
門
ニ
至
レ
ル
モ
ノ
ナ
リ　

然
レ
ト
モ
日
軍
ノ
封
鎖
及
偽
軍
ノ
検
索
益
々
厳
重
ト
ナ
リ
タ
ル
為
現
在
ハ
台
山
県
ノ
廣
海
ニ

移
向
シ
大
帆
船
ニ
ヨ
リ
香
港
ニ
達
シ
ア
リ
」。「
現
在
ノ
密
輸
中
継
地
ハ
都
斛
海
晏
（
台
山
県
）、
銅
鼓
（
赤
渓
県
）、
崖
西
、
古
井
、
三
江
、

及
斗
門
（
中
山
県
）
ナ
リ
」。「
又
新
会
ノ
七
堡
ト
棠
下
ハ
陥
落
区
ヘ
ノ
重
要
ナ
ル
密
輸
中
継
地
ナ
リ
、
七
堡
ハ
前
線
ニ
接
近
シ
テ
新
会
ヘ
直

通
シ
棠
下
ハ
江
門
及
順
徳
、
南
海
ニ
直
通
シ
ア
ル
ニ
因
ル
モ
ノ
ナ
リ
」。「
香
港
及
澳
門
向
輸
出
物
資
ハ
政
府
ノ
禁
止
令
ヲ
公
布
シ
ア
ル
『
タ

ン
グ
ス
テ
ン
』
鉱
及
桐
油
最
モ
多
ク
其
他
米
穀
、
廃
銅
鉄
、
蔴
袋
、
豚
毛
、
棉
花
、
法
幣
、
金
銀
、
松
脂
、
生
豚
、
錫
、
鴨
、
耕
作
用
牛
等

ア
リ
」。「
輸
入
物
資
ハ
煙
草
、
洋
布
、
阿
片
、
洋
紙
、『
マ
ッ
チ
』、
化
粧
品
等
ナ
リ
」。「
陥
落
区
ヨ
リ
ノ
輸
入
物
資
ノ
中
『
ス
ル
メ
』、
烏

賊
、
乾
蝦
、
昆
布
等
ノ
海
産
物
ハ
殆
ン
ト
日
貨
ナ
リ
、
之
等
日
貨
ハ
多
ク
ハ
國
貨
ニ
改
装
サ
レ
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ）

（（（
（

」。
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ま
た
、
波
集
団
司
令
部
の
一
九
四
一
年
八
月
付
報
告
書
は
、
同
年
七
月
三
一
日
付
の
「
三
井
物
産
広
東
出
張
所
ヨ
リ
ノ
情
報
」
と

し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
大
量
の
労
働
者
を
動
員
し
た
桐
油
の
組
織
的
な
輸
送
形
態
や
「
重
慶
ノ
護
照
」
が
賄
賂
で
取
引
さ
れ
て

い
た
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

「『
タ
ン
グ
ス
テ
ン
』
鉱
ト
桐
油
ノ
密
輸
出
ハ
非
占
拠
地
域
ノ
運
搬
カ
困
難
ト
ナ
レ
リ
即
チ
両
者
共
ニ
重
慶
政
府
ノ
発
行
ス
ル
護
照
ヲ
要
シ
若

シ
護
照
無
ク
シ
テ
運
搬
ス
ル
時
ハ
『
タ
ン
グ
ス
テ
ン
』
鉱
ノ
場
合
ハ
銃
殺
、
桐
油
ノ
場
合
ハ
没
収
処
分
ニ
附
サ
ル　

而
シ
テ
運
搬
ハ
人
力
ニ

ヨ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
桐
油
ナ
ラ
ハ
二
罐
（
七
一
︲
七
二
斤
）
宛
擔
ヒ
一
千
人
位
ノ
苦
力
一
団
ト
ナ
リ
テ
運
送
ス　

柳
州
ノ
桐
油
ヲ
海
岸
線
迄
運

搬
ス
ル
ニ
ハ
六
ヶ
月
遅
キ
ハ
一
ヶ
年
ヲ
要
ス
ト
謂
フ
斯
カ
ル
長
日
月
ヲ
要
シ
然
モ
古
キ
石
油
罐
ニ
容
レ
テ
運
搬
ス
ル
ニ
モ
拘
ハ
ラ
ス
桐
油
ノ

途
中
損
失
ハ
精
々
三
％
ナ
リ
ト　

然
レ
ト
モ
運
賃
ハ
莫
大
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
柳
州
ニ
テ
ハ
一
〇
〇
斤
法
幣
一
七
八
元
ノ
桐
油
ハ
海
岸
線
ニ
於

テ
ハ
三
七
〇
元
ト
ナ
ル　

密
輸
ノ
目
的
ヲ
以
テ
重
慶
ノ
護
照
ヲ
取
得
ス
ル
ニ
ハ
一
口
ニ
付
数
萬
元
ノ
賄
賂
ヲ
要
ス
ル
故
小
口
ノ
運
搬
ハ
引
合

ハ
ヌ
為
最
近
ノ
密
輸
ハ
漸
次
大
掛
カ
リ
ト
ナ
リ
ツ
ツ
ア
ル
模
様
ナ
リ）

（（（
（

」。

　

桐
油
や
タ
ン
グ
ス
テ
ン
の
流
出
の
背
景
に
は
、
華
南
の
日
本
軍
が
こ
れ
ら
の
物
品
を
積
極
的
に
取
得
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も

挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
四
一
年
九
月
、
華
南
方
面
に
展
開
し
て
い
た
波
集
団
は
「
対
敵
経
済
封
鎖
強
化
ノ
為
経
済
施
策
要
領
」
と
し
て

以
下
の
よ
う
な
内
容
を
定
め
た
と
の
通
牒
（
報
告
）
を
行
っ
て
い
る
。「
遮
断
線
内
外
ハ
経
済
圏
ヲ
完
全
ニ
分
断
ス
ル
ヲ
原
則
ト
ス

ル
モ
遮
断
線
外
物
資
ノ
取
得
ハ
左
記
品
目
ニ
限
リ
特
例
ト
シ
テ
之
ヲ
認
ム
ル
モ
ノ
ト
シ
左
ノ
如
ク
措
置
ス
」。「
タ
ン
グ
ス
テ
ン
」
鉱
、

錫
鉱
、「
ア
ン
チ
モ
ニ
ー
」
鉱
、
桐
油
、
鉛
、
樹
脂
に
つ
い
て
は
「
軍
総
動
員
班
ヲ
シ
テ
之
カ
取
得
ニ
任
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
シ
兵
団

（
部
隊
）
ハ
之
ニ
協
力
ス
」。
米
、
薪
炭
、
肉
類
に
つ
い
て
は
「
遮
断
線
内
及
各
占
拠
地
区
相
互
間
（
中
、
北
支
ヲ
モ
含
ム
）
ノ
物
資
需
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給
ヲ
調
節
シ
又
生
産
ノ
拡
充
ヲ
モ
行
ヒ
自
給
経
済
ヲ
強
化
ス
ヘ
キ
恒
久
的
対
策
ニ
ヨ
リ
供
給
ノ
解
決
ヲ
図
ル
モ
ノ
ト
シ
努
メ
テ
敵
地

ヨ
リ
ノ
取
得
ヲ
避
ク
ヘ
キ
モ
自
給
経
済
確
立
ニ
至
ル
過
渡
期
ノ
暫
定
的
措
置
ト
シ
テ
之
カ
適
正
ナ
ル
取
得
ヲ
認
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
」。

「
前
掲
敵
地
物
資
取
得
ノ
タ
メ
『
タ
ン
グ
ス
テ
ン
』
以
外
ハ
交
換
物
資
ヲ
一
切
用
ヒ
サ
ル
モ
ノ
ト
シ
専
ラ
法
幣
ニ
ヨ
リ
取
得
ス
」。

「
軍
民
需
ノ
需
要
ヲ
充
足
ス
ル
タ
メ
暫
定
措
置
ト
シ
テ
米
、
薪
炭
、
肉
類
ヲ
敵
地
ヨ
リ
取
得
ス
ル
場
合
ハ
軍
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ

ト
シ
同
時
ニ
之
カ
恒
久
的
対
策
ヲ
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス）（（（
（

」。

　

な
お
、
こ
こ
ま
で
、
日
本
側
製
品
流
入
と
日
本
軍
占
領
地
域
へ
の
物
資
流
出
に
関
す
る
事
実
を
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
て
き
た
が
、
こ

れ
ら
は
必
ず
し
も
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
発
生
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
部
で
は
国
民
政
府
支
配
地
域
と
日
本
軍
占
領
地
域
と
の
間

の
「
交
易
」
と
も
言
え
る
現
象
で
あ
っ
た
。
物
資
流
出
と
「
敵
貨
」
の
流
入
が
同
時
に
発
生
し
て
い
た
地
域
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で

に
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
日
本
側
の
物
資
吸
収
策
に
お
い
て
も
国
民
政
府
側
と
の
物
資
の
「
交
換
」
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

例
え
ば
、
日
米
開
戦
後
の
一
九
四
二
年
一
月
、「
外
麦
ノ
輸
入
杜
絶
ニ
依
リ
原
麦
ハ
総
テ
中
支
小
麦
ニ
依
ル
ノ
要
ア
ル
」
状
況
下
に

お
い
て
、
興
亜
院
華
中
連
絡
部
は
同
月
二
九
日
付
で
「
小
麦
及
小
麦
粉
ニ
関
ス
ル
対
策
要
綱
（
案
）」
を
作
成
し
、「
利
敵
物
資
ナ
ラ

ザ
ル
コ
ト
明
ナ
ル
物
資
ニ
付
テ
ハ
積
極
的
ニ
敵
地
ニ
於
ケ
ル
小
麦
ト
交
換
ス
ル
コ
ト
」
を
華
中
に
お
け
る
小
麦
の
「
出
廻
促
進
」
の

た
め
の
措
置
と
し
て
打
ち
出
し
て
い
た）（（（
（

。
ま
た
、
斉
春
風
が
一
九
四
二
年
の
中
国
側
資
料
に
基
づ
い
て
ま
と
め
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

華
南
沿
海
部
に
お
い
て
、
日
本
側
は
綿
糸
を
「
漢
奸
」
に
渡
し
て
奥
地
で
タ
ン
グ
ス
テ
ン
鉱
石
と
交
換
さ
せ
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
鉱
石

を
日
本
軍
占
領
地
域
ま
で
「
密
輸
」
し
て
き
た
者
に
は
そ
の
価
値
に
応
じ
た
量
の
灯
油
、
綿
糸
布
、
薬
品
等
日
本
側
製
品
を
購
入
し
、

国
民
政
府
側
に
「
密
輸
」
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
い
た
と
い
う）（（（
（

。

　　

三
．
国
民
政
府
を
取
り
巻
い
て
い
た
中
国
社
会
の
特
徴

　
（
１
）　

政
治
的
意
思
に
対
す
る
実
利
の
優
先
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こ
の
国
民
政
府
が
直
面
し
て
い
た
「
密
輸
」
の
問
題
か
ら
、
当
時
の
中
国
社
会
が
有
し
て
い
た
特
徴
を
三
点
指
摘
す
る
。
第
一
に
、

支
配
勢
力
の
政
治
的
意
思
よ
り
も
実
利
を
優
先
す
る
人
々
が
相
当
数
存
在
し
て
お
り
、「
密
輸
」
は
地
域
的
な
価
格
差
や
輸
送
コ
ス

ト
（
取
締
等
に
遭
う
リ
ス
ク
を
含
む
）
を
勘
案
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
戦
時
下
に
お
け
る
物
価
の
地
域
間
格
差
が

「
密
輸
」
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
斉
春
風
が
当
時
の
資
料
を
用
い
て
作
成
し
た
「
日
貨
銷

售
価
格
比
較
表
」
に
よ
れ
ば
、
日
本
側
製
品
流
入
の
背
景
に
は
以
下
の
よ
う
な
価
格
差
が
あ
っ
た
。
一
九
三
九
年
時
点
の
皖
南
周
辺

に
お
け
る
煙
草
の
価
格
は
、
国
民
政
府
側
で
一
箱
〇
・
一
五
元
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
軍
占
領
地
域
等
で
は
一
箱
〇
・
一
元
か

ら
〇
・
一
一
元
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
九
四
〇
年
時
点
の
皖
南
周
辺
に
お
い
て
、
灯
油
の
価
格
は
国
民
政
府
側
で
一
市
斤
二
元
で
あ
っ

た
が
、
日
本
軍
占
領
地
域
等
で
は
一
市
斤
〇
・
三
元
で
あ
り
、
マ
ッ
チ
の
価
格
は
国
民
政
府
側
で
一
小
包
〇
・
一
五
元
で
あ
っ
た
が
、

日
本
軍
占
領
地
域
等
で
は
一
小
包
〇
・
〇
八
元
で
あ
っ
た
。
綿
糸
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
九
年
時
点
の
広
東
、
湖
南
か
ら
重

慶
に
か
け
た
地
域
に
お
い
て
、
国
民
政
府
側
で
一
包
三
、〇
〇
〇
元
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
日
本
軍
占
領
地
域
等
で
は
一
包
一
、五
〇

〇
元
で
あ
り
、
約
二
倍
の
価
格
差
が
生
じ
て
い
た）（（（
（

。

　

日
本
軍
占
領
地
域
へ
の
物
資
流
出
の
背
景
に
も
地
域
的
な
価
格
差
が
存
在
し
て
お
り
、
斉
春
風
が
作
成
し
た
「
中
日
双
方
戦
時
物

資
収
買
価
格
比
較
表
」
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
九
年
の
浙
江
省
西
部
周
辺
に
お
け
る
茶
の
収
買
価
格
は
、
国
民
政
府
側
で
一
担
四
五
元

か
ら
五
五
元
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
日
本
側
で
は
一
担
八
〇
元
、
一
九
四
〇
年
の
湖
南
省
洞
庭
湖
一
帯
に
お
け
る
桐
油
の
収
買
価
格

は
、
国
民
政
府
側
で
一
担
七
〇
元
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
日
本
側
で
は
一
担
三
〇
〇
元
、
一
九
四
〇
年
一
一
月
の
湖
北
省
周
辺
に
お

け
る
米
の
収
買
価
格
は
、
国
民
政
府
側
で
一
担
四
・
二
元
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
日
本
側
で
は
一
担
九
元
、
一
九
四
一
年
初
め
の
皖

南
周
辺
に
お
け
る
棉
花
の
収
買
価
格
は
、
国
民
政
府
側
で
は
一
担
一
六
〇
元
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
日
本
側
で
は
一
担
四
〇
〇
元
で

あ
っ
た）（（（
（

。
ま
た
、
国
民
政
府
対
敵
経
済
封
鎖
委
員
会
が
同
政
府
財
政
部
貿
易
委
員
会
に
宛
て
た
一
九
四
〇
年
一
二
月
の
公
文
に
も
、

物
資
流
出
の
背
景
と
な
っ
た
価
格
差
に
つ
い
て
、「
報
告
に
よ
れ
ば
、
皖
南
の
敵
は
無
知
な
商
売
人
或
い
は
腐
敗
し
た
公
務
員
や
不
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肖
の
軍
人
を
利
用
し
、
内
地
へ
深
く
入
り
込
ま
せ
て
高
値
で
特
産
物
を
買
付

け
、
大
量
に
輸
送
さ
せ
て
い
る
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
同
公
文
に
は
「
皖
南
各

種
土
産
敵
我
收
購
價
格
表
（
皖
南
の
各
種
特
産
品
に
対
す
る
我
方
と
敵
方
の
収
買

価
格
表
）」
が
添
付
さ
れ
て
お
り
（
図
表
２
を
参
照
）、
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
当

時
少
な
く
な
い
品
目
に
お
い
て
日
本
側
の
収
買
価
格
が
国
民
政
府
側
の
収
買

価
格
を
上
回
っ
て
お
り
、
桐
油
、
米
、
綿
花
は
市
担
あ
た
り
で
そ
れ
ぞ
れ
三
倍
、

二
・
八
五
倍
、
二
・
五
倍
、
生
糸
は
一
〇
〇
両
あ
た
り
で
二
・
二
倍
ほ
ど
の
価

格
差
と
な
っ
て
い
た）（（（
（

。

　

他
方
、
前
述
の
姚
曾
蔭
に
よ
る
指
摘
の
と
お
り
、「
密
輸
」
が
猛
威
を
ふ
る

う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
線
が
安
定
し
、
戦
局
も
膠
着
状
態
に
入
る
一
九
三
九

年
以
降
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
密
輸
」
の
リ
ス
ク
回
避
的
な
特
徴
を
裏
づ
け
る
も

の
で
あ
る
が
、
別
の
例
と
し
て
、
武
漢
付
近
の
民
心
一
般
の
動
向
を
考
察
し
た

一
九
三
九
年
の
呂
集
団
（
第
一
一
軍
）
に
よ
る
報
告
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、

域
内
に
お
け
る
価
格
操
作
や
取
締
強
化
等
に
よ
っ
て
「
密
輸
」
は
あ
る
程
度
抑

制
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
一
般
的
に
民
衆
は
尚
未
だ
安
定
の
域
に
達
せ
ず
、
そ
の
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
る

る
も
の
は
党
軍
側
の
遊
撃
工
作
が
極
め
て
活
発
と
な
り
来
り
、
従
来
日
本
軍
の
占

拠
せ
る
地
点
に
し
て
現
在
撤
退
せ
る
区
域
に
於
て
最
も
甚
だ
し
く
、
遊
撃
隊
は
最

図表2：皖南の各種特産品に対する我方と敵方の収買価格表（抜粋）

物品 单位 我方収買価格 敵方収買価格 附注
桐油 毎市担   60 元 180 元 　
豚毛

（中文：猪鬃）
同上 320 元 800 元 　

米 同上   14 元   40 元
南陵・繁昌・青渴・宣城
一帯

茶 同上   60 元 140 元 　
生糸

（中文：土絲）
毎百両   90 元 200 元 　

菜油 毎市担   70 元 120 元 　
棉花 同上 160 元 400 元 　

出典：財政部貿易委員会档案 309-7725（中国第二歴史档案館蔵）
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近
に
於
て
は
活
動
区
域
内
の
民
衆
を
強
迫
し
て
彼
等
を
強
制
的
に
立
退
か
し
め
日
本
軍
を
糧
食
難
に
陥
ら
し
め
ん
と
す
る
外
、
公
路
付
近
に

出
没
し
公
路
を
破
壊
す
る
と
同
時
に
電
柱
を
も
伐
採
し
て
交
通
通
信
を
妨
害
し
日
本
軍
を
連
絡
困
難
に
陥
ら
し
め
ん
と
な
し
つ
つ
あ
り
。
尚

軍
需
資
源
を
日
本
側
に
供
給
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
と
共
に
価
額
の
釣
上
げ
を
な
し
て
敵
地
内
へ
の
流
入
を
極
力
謀
り
居
り
、
各
地
に
は
宣
伝

隊
侵
入
し
日
本
側
を
利
す
る
が
如
き
行
動
を
為
す
も
の
は
総
て
利
敵
行
為
と
し
て
之
を
漢
奸
の
名
目
に
て
暗
殺
す
る
が
如
き
行
為
は
最
近
頓

に
増
加
し
居
れ
る
為
、
民
心
は
極
度
に
萎
縮
し
奥
地
よ
り
の
物
資
の
漢
口
へ
の
流
入
最
近
激
減
す
る
の
状
態
を
呈
し
居
れ
り
。
同
時
に
当
地

よ
り
の
物
資
の
搬
出
は
理
的
懸
念
よ
り
極
度
に
限
定
せ
ら
れ
余
り
に
不
自
由
な
る
為
奥
地
民
衆
の
必
需
品
の
買
入
亦
困
難
と
な
り
、
民
衆
は

今
や
極
度
に
生
活
の
脅
威
を
感
じ
つ
つ
あ
り
、
一
般
的
日
本
側
警
備
隊
の
増
派
を
要
望
し
て
止
ま
ざ
る
状
況
な
り）

（（（
（

」。

　

続
け
て
、
呂
集
団
司
令
部
の
同
報
告
は
、「
民
心
の
動
向
に
影
響
を
及
ぼ
せ
る
事
件
」
と
し
て
、「
最
近
新
提
に
於
て
、
日
本
棉
花

会
社
の
棉
花
買
付
支
那
人
夫
婦
は
党
政
府
側
の
テ
ロ
団
に
襲
撃
せ
ら
れ
、
男
は
即
死
し
女
は
重
症
を
負
ひ
た
り
。
其
原
因
は
、
棉
花

を
日
本
人
の
た
め
に
買
付
け
る
こ
と
は
利
敵
行
為
に
し
て
漢
奸
な
り
と
い
ふ
罪
名
を
被
せ
ら
れ
た
る
も
の
ゝ
如
く
、
最
近
党
政
府
方

面
は
新
棉
の
日
本
側
へ
の
流
入
を
防
ぐ
た
め
価
格
を
昴
騰
せ
し
め
、
又
テ
ロ
行
為
を
以
て
極
力
民
衆
を
圧
迫
し
、
党
政
府
側
へ
の
流

入
を
謀
り
居
れ
り
。
従
っ
て
新
棉
は
最
近
日
本
側
へ
は
殆
ん
ど
入
手
す
る
こ
と
不
可
能
な
る
状
況
を
呈
し
居
れ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
文
中
の
「
党
政
府
側
の
テ
ロ
団
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
時
「
藍
衣

社
員
」
が
暗
躍
し
て
お
り
、「
漢
口
及
漢
陽
方
面
に
多
数
の
も
の
侵
入
し
暗
殺
工
作
を
な
さ
ん
と
策
し
つ
ゝ
あ
り
各
方
面
に
脅
迫
状

を
手
交
し
つ
ゝ
あ
」
る
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う）（（（
（

。

　
「
密
輸
」
の
取
締
強
化
に
あ
た
り
、
実
利
に
よ
っ
て
人
々
を
誘
引
す
る
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
経
済
合
理
的
な
人
々

の
存
在
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
九
月
、
経
済
部
と
財
政
部
は
連
名
で
以
下
の
よ
う
な
公
文
書
を
発
出
し
、
行
政
院

が
「
密
輸
」
の
密
告
者
に
賞
与
を
与
え
る
規
定
を
制
定
し
た
こ
と
を
周
知
し
て
い
る
。「
禁
運
資
敵
物
品
条
例
」
を
公
布
し
た
後
、

本
経
済
部
は
各
省
市
政
府
に
対
し
、
各
地
の
実
状
に
即
し
た
形
で
命
令
通
り
に
処
理
す
る
よ
う
要
請
し
て
き
た
が
、
報
告
に
よ
れ
ば
、
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各
地
の
無
知
な
る
「
小
民
」
は
各
地
方
の
主
管
官
署
に
よ
る
取
締
り
が
不
完
全
で
、
耳
目
が
及
ば
な
い
こ
と
に
乗
じ
て
、
わ
ず
か
な

利
益
の
た
め
に
依
然
と
し
て
「
密
輸
」
に
よ
り
利
敵
を
行
っ
て
い
る
。「
密
輸
」
を
厳
密
に
防
止
す
る
た
め
、
行
政
院
は
「
懸
賞
密

告
辦
法
」
を
別
途
制
定
し
た
。
以
後
各
地
の
人
民
あ
る
い
は
団
体
は
、
輸
送
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
利
敵
物
品
の
「
密
輸
」
を
確
実
に

知
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
随
時
当
地
主
管
官
署
に
秘
密
裡
に
告
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
摘
発
し
た
「
密
輸
物
品
」
は
、
禁
輸
の
執

行
機
関
に
よ
る
具
申
と
そ
れ
に
対
す
る
上
級
機
関
の
許
可
を
経
て
か
ら
処
分
す
る
必
要
が
あ
り
、「
密
輸
物
品
」
の
代
価
の
三
割
を

賞
金
と
し
て
与
え
る
。
た
だ
し
、
捏
造
に
よ
る
告
発
が
発
覚
し
た
場
合
に
は
法
に
依
っ
て
処
罰
す
べ
き
で
あ
る）（（（
（

。

　

支
配
勢
力
の
政
治
目
標
よ
り
も
個
別
の
具
体
的
な
利
害
を
優
先
す
る
傾
向
は
、
前
線
付
近
の
地
域
に
限
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
一
九
四
〇
年
一
〇
月
付
「
財
政
評
論
」
に
よ
れ
ば
、
当
時
国
民
政
府
軍
事
委
員
会
委
員
長
、
四
川
省
政
府
主
席
で
あ
っ
た

蒋
介
石
が
九
月
一
〇
日
付
で
発
出
し
た
「
糧
食
管
理
徹
底
的
実
施
の
た
め
に
四
川
省
民
衆
に
告
ぐ
る
の
書
」
は
当
時
の
情
況
を
以
下

の
よ
う
に
述
べ
、
前
線
か
ら
離
れ
た
四
川
省
に
お
い
て
、
高
価
を
期
待
し
た
「
売
り
惜
し
み
」
が
深
刻
な
食
糧
不
足
を
引
き
起
こ
し

て
い
た
旨
指
摘
し
て
い
る
。

「
諸
君
は
凡
て
四
川
省
は
昨
年
も
一
昨
年
も
豊
収
で
あ
つ
た
が
、
然
し
本
年
の
二
月
以
来
糧
価
は
継
続
的
に
上
昇
し
、
常
理
、
常
軌
を
全
く

逸
脱
し
た
こ
と
を
御
承
知
で
あ
ら
う
。
最
近
新
穀
は
已
で
に
登
場
し
、
各
産
米
区
域
の
収
穫
も
ま
た
多
く
は
七
、
八
割
以
上
で
あ
つ
て
、
決

し
て
凶
作
で
は
な
い
。
然
る
に
糧
価
は
仍
然
と
し
て
低
減
せ
ざ
る
の
み
で
は
な
く
し
て
継
続
的
に
上
昇
の
勢
ひ
に
あ
る
。
こ
の
や
う
な
畸
形

的
変
態
は
全
く
天
然
的
欠
乏
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
て
人
為
的
に
造
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
多
方
面
を
考
査
せ
る
結
果
、
そ
の
中
に

は
固
よ
り
少
数
の
横
暴
不
法
な
商
人
の
投
機
的
買
占
め
が
あ
る
の
で
、
政
府
は
当
然
こ
れ
ら
を
細
密
に
調
査
し
て
厳
重
に
取
締
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
と
云
ふ
こ
と
も
知
つ
た
が
、
然
し
最
大
の
原
因
は
更
ら
に
各
県
各
郷
農
村
の
糧
食
を
擁
有
す
る
人
民
が
知
識
の
欠
乏
の
た
め
高
価
を
期
待

し
て
糧
食
を
仕
舞
ひ
込
み
市
場
に
売
出
さ
ず
し
て
、
市
場
の
糧
米
を
頓
に
欠
乏
せ
し
め
た
た
め
、
糧
価
は
即
ち
無
理
性
的
に
高
騰
し
た
の
で

あ
る
。
故
に
こ
れ
は
決
し
て
糧
食
の
有
無
の
問
題
で
は
な
く
て
、
売
る
か
売
ら
な
い
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
現
象
は
完
全
に
私
の
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四
川
省
同
胞
に
対
す
る
期
望
に
違
反
し
、
私
の
四
川
省
同
胞
を
愛
護
す
る
の
本
意
に
違
反
し
た）

（（（
（

」。

　

続
い
て
、
蒋
介
石
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、「
私
利
の
み
を
顧
み
る
欠
点
」
や
「
国
を
愛
す
る
常
識
が
欠
如
」
し
て
い
る
こ
と
に

言
及
し
て
い
る
。

「
私
は
想
ふ
に
糧
食
を
蔵
し
て
売
り
出
さ
な
い
人
々
、
特
に
そ
れ
ら
の
巨
額
の
余
糧
を
貯
蔵
し
て
ゐ
る
富
豪
に
対
し
て
は
、
そ
の
糧
食
が
生

産
に
よ
つ
て
得
た
も
の
で
あ
ら
う
と
、
或
は
地
代
に
よ
つ
て
得
た
も
の
で
あ
ら
う
と
、
或
は
ま
た
購
買
に
よ
つ
て
得
た
も
の
で
あ
ら
う
と
を

問
は
ず
、
情
理
に
於
て
均
し
く
恕
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
私
は
想
ふ
に
政
府
は
当
然
責
任
を
以
て
こ
の
種
の
蔵
糧
害
国
の
現
象
を
糾
正
せ
ね

ば
な
ら
な
い
し
、
全
省
の
同
胞
、
特
に
各
地
に
於
け
る
賢
明
な
る
紳
士
、
或
は
公
正
な
る
人
士
連
は
身
を
挺
し
て
政
府
に
協
助
し
、
こ
の
責

任
を
負
は
ね
ば
な
ら
な
い
」。「
私
の
最
も
主
要
な
意
思
は
、
四
川
省
内
の
凡
ゆ
る
私
利
の
み
を
貪
る
人
々
を
し
て
、
人
を
害
し
、
己
を
害
し
、

國
を
害
し
、
民
を
害
す
る
の
誤
つ
た
路
か
ら
、
需
給
を
調
整
し
、
有
無
相
通
ず
る
正
し
い
路
へ
導
か
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
吾
が
四
川
省

の
凡
ゆ
る
糧
食
の
高
価
に
圧
迫
を
受
け
て
ゐ
る
各
界
の
同
胞
及
び
窮
乏
に
喘
ぐ
民
衆
を
し
て
、
困
難
と
飢
餓
か
ら
救
ひ
、
而
し
て
『
各
人
が

食
す
る
飯
を
有
す
る
』
を
完
遂
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
に
対
し
て
は
禁
煙
並
に
剿
匪
の
執
行
に
比
較
し
て
よ
り
以
上
必
要
な
厳

格
な
る
決
心
を
具
有
し
て
居
り
、
必
ず
全
力
を
盡
し
て
こ
の
糧
食
を
管
理
し
同
胞
を
救
済
す
る
の
事
業
を
貫
徹
す
る
も
の
で
あ
る
」。「
私
は

元
来
最
も
愛
護
し
た
四
川
省
同
胞
に
対
し
、
四
川
省
各
県
の
賢
明
な
る
紳
士
並
に
知
識
分
子
に
対
し
て
特
に
一
致
熱
誠
を
奮
発
し
て
全
四
川

省
の
同
胞
を
領
導
し
、
熱
心
に
公
益
事
業
を
な
し
、
向
上
に
努
力
さ
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
。
今
次
の
四
川
省
に
於
け
る
糧
食
市
場
の
か
く

の
如
き
畸
型
的
現
象
の
発
生
は
、
実
に
四
川
省
人
民
の
私
利
の
み
を
顧
り
み
る
欠
点
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
四
川
省
一
部
同
胞
の
大
義

を
辨
へ
な
い
こ
と
及
び
現
代
国
民
と
し
て
の
国
を
愛
す
る
常
識
が
欠
如
し
て
ゐ
る
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
四
川
省
に
於
け
る

社
会
政
治
の
無
組
織
、
無
能
力
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
個
人
固
よ
り
慚
愧
に
耐
え
な
い
が
、
同
時
に
ま
た
吾
が
全
四
川
省
同
胞
の
抗

戦
史
上
に
於
け
る
一
つ
の
最
大
汚
点
で
も
あ
る）

（（（
（

」。
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国
民
政
府
も
農
村
に
対
し
て
無
策
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
食
糧
不
足
は
餓
死
者
が
出
る
ほ
ど
深
刻
な
状
況
に
至
っ
て
い
た
。
蒋

介
石
に
よ
れ
ば
、「
私
が
民
国
二
十
四
年
初
め
て
四
川
省
に
入
つ
た
当
時
、
四
川
の
重
要
都
市
並
に
道
路
上
に
は
到
る
と
こ
ろ
に
餓

死
し
た
人
民
を
看
る
に
到
つ
た
の
で
、
私
は
曾
つ
て
こ
れ
は
吾
々
四
川
軍
民
の
最
大
の
恥
辱
で
あ
る
と
適
切
に
指
摘
し
た
。
故
に
私

は
昨
年
四
川
省
施
政
方
針
を
宣
布
し
て
、『
各
人
を
し
て
食
す
る
飯
を
有
せ
し
め
る
』
必
要
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
私
は
心
を
盡

し
方
法
を
講
じ
て
全
省
民
衆
の
た
め
害
を
除
き
利
を
興
し
、
農
村
の
繁
栄
に
力
を
竭
し
た
。
現
在
農
村
は
以
前
に
比
較
し
て
充
裕
し
、

農
業
生
産
者
の
生
活
も
ま
た
以
前
に
比
較
し
て
向
上
し
た
。
然
し
な
が
ら
一
部
糧
食
を
擁
有
す
る
人
々
は
竟
ひ
に
慈
善
心
を
失
ひ
理

を
害
つ
て
、
唯
高
利
を
貪
り
求
め
同
胞
の
困
苦
を
顧
り
み
な
い
。
四
川
省
の
天
産
は
極
め
て
豊
富
で
あ
つ
て
、
到
る
と
こ
ろ
穀
物
で

あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
な
が
ら
竟
ひ
に
人
為
的
な
原
因
の
た
め
若
干
の
同
胞
を
し
て
飽
食
し
得
な
く
さ
せ
、
或
は
竟
ひ

に
食
べ
得
な
く
さ
せ
た
。
こ
れ
は
寡
い
の
で
は
な
く
て
絶
対
に
均
し
か
ら
ざ
る
の
で
あ
る
」。「
四
川
省
同
胞
は
前
に
地
方
の
捐
税
が

極
め
て
種
々
雑
多
に
し
て
苛
酷
で
あ
つ
た
情
況
或
は
田
賦
の
徴
収
が
毫
も
制
限
の
な
か
つ
た
情
況
が
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
か

を
回
憶
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
現
在
郷
村
の
人
民
は
負
担
は
軽
減
し
、
苛
擾
を
恐
れ
る
必
要
が
な
い
の
み
か
、
各
地
の
軍

隊
は
決
し
て
民
間
の
一
木
一
草
た
り
と
も
敢
へ
て
強
奪
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
貴
下
達
の
苦
痛
は
解
除
さ
れ
た
。
而
る
に
貴

下
達
は
手
中
に
糧
食
を
有
す
る
時
は
糧
食
を
有
し
な
い
同
胞
の
身
上
に
苦
痛
を
加
へ
る
こ
と
を
惜
ま
な
い
。
貴
下
達
は
現
在
糧
食
を

有
す
る
も
こ
れ
を
売
り
出
さ
ず
、
市
場
に
於
け
る
糧
食
供
給
の
欠
乏
を
達
成
し
、
国
民
と
し
て
の
責
任
上
に
於
て
云
ひ
の
が
れ
を
な

す
こ
と
は
出
来
な
い
。
私
が
農
村
を
扶
植
し
、
民
衆
の
苦
痛
を
解
除
し
た
苦
心
に
対
し
て
道
理
上
ま
た
如
何
に
云
ひ
の
が
れ
を
な
す

こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
か
？　

各
県
各
郷
の
紳
士
及
び
知
識
分
子
諸
君
は
、
こ
の
意
思
を
充
分
に
各
郷
村
の
民
衆
に
向
つ
て
宣
伝

し
、
彼
等
の
愛
国
的
責
任
と
彼
等
の
良
心
的
自
覚
を
喚
起
さ
れ
ん
こ
と
を
希
望
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る）（（（
（

」。

　

蒋
介
石
は
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、「
売
り
惜
し
み
」
や
「
買
占
め
」
の
動
き
に
お
い
て
、
特
に
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
の

は
地
主
や
富
豪
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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「
私
は
今
次
糧
食
問
題
を
造
成
し
た
主
因
は
、
普
通
一
般
の
農
民
で
は
な
く
し
て
、
実
は
糧
食
を
抑
制
し
て
売
ら
な
い
も
の
、
即
ち
各
地
の

多
量
の
糧
食
を
擁
有
す
る
地
主
及
び
富
豪
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
熟
知
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
地
主
及
び
富
豪
に
は
農
村
に
居
住
す
る
も
の

も
あ
れ
ば
、
ま
た
省
県
城
内
に
居
住
す
る
も
の
も
あ
る
。
彼
等
の
財
力
能
力
か
ら
云
へ
ば
、
凡
べ
て
社
会
に
影
響
し
、
郷
里
の
良
好
な
模
範

と
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
唯
私
利
の
み
を
貪
る
た
め
大
義
を
忘
れ
、
即
ち
彼
等
の
財
力
に
倚
つ
て
糧
食
を
貯
蔵
し
私
利
を

図
り
、
一
般
民
衆
を
し
て
相
率
ひ
て
模
倣
せ
し
め
、
市
場
に
於
け
る
糧
食
の
欠
乏
を
造
成
し
た
。
従
つ
て
私
は
宣
伝
勧
導
は
当
然
こ
の
種
の

地
主
並
に
富
豪
に
重
き
を
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
る
。
私
は
一
般
の
地
主
及
び
富
豪
が
能
く
大
義
を
深
明
し
、
身
を
以
つ
て
則
と
な
り
、

先
づ
政
府
の
法
令
に
従
つ
て
糧
食
を
市
場
に
供
給
し
、
隣
村
郷
党
の
た
め
模
範
と
な
つ
て
現
代
国
民
と
し
て
当
然
盡
す
べ
き
義
務
を
果
す
に

到
る
こ
と
を
切
望
す
る
」。「
富
裕
に
し
て
無
感
覚
で
あ
り
、
民
食
を
抑
制
す
る
富
豪
は
当
然
一
切
の
検
挙
懲
罰
の
主
要
な
対
象
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
調
査
執
行
の
場
合
は
、
厳
密
に
詳
細
に
調
査
す
べ
き
で
あ
つ
て
、
必
ず
そ
の
真
相
を
把
握
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
凡
そ
調
査
を
執
行
し

或
は
調
査
に
協
助
す
る
人
員
は
必
ず
唯
小
額
の
農
民
の
と
こ
ろ
に
到
つ
て
調
査
す
る
こ
と
の
み
を
事
と
し
て
、
こ
の
種
の
大
猟
の
糧
食
を
蔵

有
す
る
富
豪
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
変
現
自
在
に
し
て
巧
妙
な
る
計
画
を
多
分
に
有
す
る
や
う
な
人
に
到
つ
て
は
注
意
を
要
す
る
。

彼
等
は
調
査
を
忌
避
す
る
た
め
に
、
貯
蔵
し
て
ゐ
る
糧
食
を
分
散
し
或
は
隣
郷
区
に
運
搬
し
て
名
を
偽
託
し
戸
を
移
し
、
甚
だ
し
き
に
至
つ

て
は
種
々
の
名
義
を
偽
称
し
て
隠
匿
貯
蔵
し
、
或
は
な
し
く
ず
し
に
し
て
そ
の
土
地
の
糧
食
を
生
産
し
な
い
卑
賤
な
る
家
に
寄
託
す
る
の
で

あ
る
。
此
れ
に
因
り
吾
々
が
調
査
を
執
行
す
る
場
合
に
於
て
は
、
第
一
、
必
ず
隣
郷
、
隣
鎮
、
乃
至
は
隣
県
を
同
時
に
発
動
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
第
二
、
供
給
数
量
を
調
査
し
規
定
す
る
場
合
に
は
、
郷
鎮
を
以
て
単
位
と
な
し
、
そ
の
生
産
数
量
と
貯
蔵
総
量
を
合
併
計
算
し
て
、

こ
の
一
郷
鎮
の
総
人
口
が
一
年
に
合
計
必
要
と
す
る
総
消
費
量
を
除
去
し
、
然
る
後
に
こ
の
一
郷
鎮
が
当
然
市
場
へ
売
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
総

供
給
量
を
確
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
こ
れ
ら
の
故
意
に
法
令
を
軽
視
す
る
富
豪
を
し
て
巧
み
に
忌
避
す
る
余
地
な
か
ら
し
め
ね
ば
な

ら
ぬ
。
特
に
同
一
地
区
の
公
正
な
る
人
士
は
、
能
く
乱
暴
を
畏
れ
ず
、
悪
人
を
憎
む
こ
と
仇
敵
の
如
き
精
神
を
以
て
、
そ
の
知
る
と
こ
ろ
を

充
分
に
摘
発
し
て
、
政
府
並
に
調
査
員
の
耳
目
の
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
に
協
助
す
る
こ
と
を
要
す
る）

（（（
（

」。
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２
）　

官
吏
と
軍
人
に
よ
る
関
与

　

第
二
の
特
徴
は
、「
密
輸
」
へ
の
関
与
は
各
地
の
商
人
や
地
元
有
力
者
だ
け
で
な
く
、
レ
ジ
ー
ム
の
内
側
で
権
力
の
実
体
を
構
成

し
て
い
た
官
吏
や
軍
人
に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
地
域
間
で
生
じ
た
価
格
差
は
、「
密
輸
」
を
行
う
側
だ
け
で
は
な
く
、

「
密
輸
」
を
取
り
締
ま
る
側
に
も
同
様
に
大
き
な
利
益
を
獲
得
す
る
機
会
を
も
た
ら
し
、「
恥
知
ら
ず
な
軍
人
ら
」
は
そ
の
地
位
や
職

権
に
依
拠
し
て
「
不
肖
な
悪
徳
商
人
」
に
よ
る
「
密
輸
」
を
放
任
、
隠
蔽
、
命
令
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
引
用
し
た
報
告
の
と
お
り

で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
石
島
・
久
保
編
に
含
ま
れ
て
い
る
鄭
会
欣
論
文
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
一
年
六
月
、
軍
事
委
員
会
は
行

政
院
宛
の
「
密
代
電
」
の
中
で
、
軍
隊
と
地
方
勢
力
が
結
託
し
て
「
密
輸
」
を
行
っ
て
い
た
当
時
の
情
況
に
つ
い
て
、「
不
正
商
人

が
加
わ
り
、
軍
隊
が
そ
の
悪
事
を
真
似
て
い
る
。
し
か
も
現
在
、
各
戦
闘
地
域
で
は
、
党
政
軍
が
一
元
化
し
た
状
況
で
あ
る
た
め
、

利
益
の
や
り
と
り
に
も
多
く
の
便
宜
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
た
と
い
う）（（（
（

。
ま
た
、
筆
者
が
重
慶
市
档
案
館
で
閲
覧
し

た
一
九
四
二
年
一
月
の
行
政
院
か
ら
重
慶
市
政
府
へ
の
訓
令
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
徴
税
に
よ
っ
て
「
密
輸
」
が
事
実
上
許
可
さ

れ
て
い
た
当
時
の
状
況
に
言
及
し
て
い
る
。
目
下
、「
密
輸
」
は
禁
輸
物
品
の
輸
送
と
脱
税
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
禁
輸
貨
物

に
比
べ
て
脱
税
貨
物
の
「
密
輸
」
は
特
に
深
刻
な
状
況
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
「
密
輸
貨
物
」
が
摘
発
さ
れ
た
場
合
で
も
法
令

に
基
づ
い
た
処
理
が
行
わ
れ
ず
、
徴
税
を
加
え
る
こ
と
で
通
過
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
密
輸
」
に
よ
る
対
敵
経
済
封
鎖
の

政
令
に
対
す
る
違
反
を
助
長
さ
せ
、
戦
時
の
財
政
に
影
響
し
て
甚
大
な
損
害
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る）（（（
（

。

　
「
密
輸
」
に
対
す
る
徴
税
が
地
方
勢
力
の
巨
大
な
財
源
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
広
西
系
の
国
民
政
府
軍
が
安
徽

省
界
首
周
辺
に
お
い
て
行
っ
た
「
密
輸
貨
物
」
に
対
す
る
徴
税
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
時
の
関
係
者
に
よ
る
回
顧
録
に
よ
れ
ば
、
第
五

戦
区
司
令
長
官
の
李
宗
仁
（
一
九
三
八
年
二
月
か
ら
安
徽
省
政
府
主
席
を
兼
任
、
国
民
党
広
西
系
の
首
領
格
）
が
徐
州
か
ら
退
却
し
た
後

の
一
九
三
九
年
、
李
宗
仁
の
懐
刀
で
あ
っ
た
廖
磊
が
安
徽
省
政
府
主
席
と
し
て
立
煌
に
派
遣
さ
れ
た
。
秩
序
が
回
復
す
る
に
つ
れ
、

日
本
軍
占
領
地
域
と
の
間
の
「
密
貿
易
」
は
徐
々
に
盛
ん
に
な
り
、
特
に
安
徽
省
と
河
南
省
の
省
境
の
界
首
で
最
も
活
発
に
行
わ
れ
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た
。
廖
磊
は
こ
う
し
た
遊
撃
区
の
繁
栄
状
況
を
知
る
と
、
直
ち
に
こ
の
巨
大
な
財
源
を
手
中
に
納
め
る
た
め
の
準
備
に
着
手
し
た
。

第
五
戦
区
司
令
長
官
の
李
宗
仁
と
秘
密
裏
に
電
報
で
打
ち
合
わ
せ
た
後
、
安
徽
省
財
政
庁
に
よ
り
水
流
の
分
岐
点
や
陸
上
の
要
路
に

一
七
か
所
の
「
進
出
口
貨
物
検
査
処
」
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
武
装
し
た
「
安
徽
省
護
商
緝
私
隊
」
の
組
織
を
開
始
し
た
。
貨
物

検
査
処
を
設
置
し
た
後
、
収
入
は
驚
く
べ
き
こ
と
に
毎
月
約
二
八
〇
万
元
余
り
と
な
っ
た
が
、
廖
磊
や
一
九
三
九
年
一
〇
月
か
ら
安

徽
省
政
府
主
席
の
任
務
を
引
き
継
い
だ
李
品
仙
が
派
遣
し
た
人
員
に
よ
る
「
密
輸
」
は
正
規
の
税
収
よ
り
二
、
三
倍
大
き
な
収
入
を

生
み
出
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
一
九
四
一
年
春
、
河
南
省
と
安
徽
省
の
省
境
に
赴
い
た
第
三
一
集
団
総
司
令
の
湯

恩
伯
は
、
安
徽
省
に
お
け
る
「
密
輸
」
か
ら
の
税
収
に
関
心
を
も
ち
、
界
首
に
て
軍
や
政
府
関
係
者
に
よ
る
会
議
を
開
催
し
、
席
上

で
懐
遠
、
蒙
城
、
渦
陽
、
太
和
、
寿
県
、
鳳
台
、
穎
上
等
の
八
か
所
に
「
貨
検
所
」
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
上
に
「
淮

北
貨
検
総
所
」
を
設
立
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
李
品
仙
は
界
首
で
の
会
議
の
知
ら
せ
を
受
け
る
と
烈
火
の
如
く
怒
り
、
李
宗
仁
に

電
報
で
連
絡
し
、
界
首
に
赴
い
た
李
宗
仁
は
湯
恩
伯
と
激
論
を
交
わ
し
て
最
後
に
は
湯
恩
伯
を
圧
倒
し
た
と
い
う）（（（
（

。

　

ま
た
、
必
ず
し
も
日
本
側
製
品
の
流
入
や
禁
輸
物
品
の
流
出
の
事
例
で
は
な
い
が
、
軍
人
や
官
吏
等
に
よ
る
「
密
輸
」
へ
の
関
与

を
示
す
事
象
と
し
て
「
密
輸
ア
ヘ
ン
」
の
問
題
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
四
川
省
の
「
密
輸
ア
ヘ
ン
」
の
実
態
を
調
査
し
た
考
察

団
は
、
一
九
三
九
年
六
月
の
統
計
を
用
い
つ
つ
当
時
の
状
況
を
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
た
。「
大
量
に
運
搬
さ
れ
る
密
輸
ア
ヘ

ン
は
、
い
ず
れ
も
ま
ず
組
織
が
あ
り
、
そ
れ
が
軍
勢
力
か
ら
の
保
護
を
頼
り
に
輸
送
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
組
織
へ
の
参
加
者
の
多

く
は
軍
人
、
不
肖
な
官
吏
、
土
豪
劣
紳
、
悪
徳
商
人
等
で
、
共
に
結
託
し
て
好
き
勝
手
に
振
舞
っ
て
い
る）（（（
（

」。
こ
の
問
題
の
背
景
と

し
て
、
北
支
那
方
面
軍
司
令
部
作
成
の
資
料
が
引
用
し
た
一
九
三
六
年
の
国
際
連
盟
第
二
一
回
禁
煙
委
員
会
に
お
け
る
米
国
代
表

Fuller

の
報
告
は
、
中
国
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
の
生
産
額
は
全
世
界
の
生
産
額
の
約
九
割
を
占
め
、
所
謂
辺
境
諸
省
に
あ
っ
て
は
盛
ん

に
ア
ヘ
ン
栽
培
が
行
わ
れ
、
南
方
の
雲
南
、
貴
州
よ
り
西
康
、
四
川
、
青
海
、
甘
粛
、
陝
西
、
寧
夏
、
綏
遠
、
察
哈
爾
諸
省
は
重
要

な
ア
ヘ
ン
産
地
で
あ
り
、
最
も
信
頼
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
中
国
に
お
け
る
毎
年
の
ア
ヘ
ン
生
産
量
は
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一
万
二
、二
六
一
ト
ン
（
二
〇
万
七
、九
七
八
担
）
か
ら
一
万
八
、〇
〇
〇
ト
ン
（
三
〇
万
四
、七
四
〇
担
）
の
間
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
北
支
那
方
面
軍
司
令
部
作
成
の
同
資
料
は
、
ア
ヘ
ン
の
生
産
額
が
中
国
国
内
で
最
も
多
い
の
は
四
川
省
で
あ
る
と
し
た
上

で
、
中
国
国
内
各
省
で
ア
ヘ
ン
生
産
が
盛
ん
な
理
由
と
し
て
、
ケ
シ
が
極
め
て
有
利
な
現
金
作
物
で
あ
る
た
め
に
農
民
の
天
恵
的
生

活
資
源
に
な
っ
て
い
た
こ
と
や
、
ア
ヘ
ン
が
重
要
な
税
源
で
あ
る
た
め
に
為
政
者
が
ケ
シ
の
栽
培
を
奨
励
し
て
い
た
こ
と
等
を
挙
げ

て
い
る）（（（
（

。

　

取
締
り
の
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
た
軍
人
や
官
吏
は
、
商
人
と
の
結
び
つ
き
を
通
じ
て
様
々
な
利
益
を
享
受
で
き
る
立
場
に
あ
り
、

当
時
の
国
民
政
府
支
配
地
域
で
は
「
密
輸
」
に
限
ら
ず
、
基
層
幹
部
に
よ
る
不
正
や
腐
敗
汚
職
が
様
々
な
形
で
横
行
し
て
い
た
。
そ

の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
上
海
日
本
総
領
事
館
特
別
調
査
班
が
一
九
三
九
年
九
月
一
日
付
で
発
行
し
た
「
特
調
班
月
報
」
は
、
一
九
三

九
年
六
月
二
三
日
付
成
都
新
民
報
が
四
川
省
内
の
「
瀆
職
官
吏
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
報
じ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

「
四
川
省
古
藺
県
県
長
楊
尚
藩
は
最
近
省
当
局
か
ら
罷
免
せ
ら
れ
新
県
長
も
着
任
し
た
が
、
新
旧
両
県
長
が
事
務
を
引
継
ぐ
際
前
任
県
長
は

新
県
長
の
為
に
在
任
中
公
金
十
余
万
元
横
領
せ
る
事
を
発
覚
せ
ら
れ
且
つ
救
国
公
債
、
寒
衣
募
捐
等
に
関
す
る
書
類
の
提
出
を
拒
絶
し
た
の

で
遂
に
県
政
府
に
拘
禁
せ
ら
れ
た
。
又
省
内
昭
化
県
財
政
委
員
会
委
員
張
麟
書
は
予
て
よ
り
阿
片
を
密
売
買
し
て
ゐ
た
が
最
近
同
地
禁
煙
督

辦
處
に
探
知
せ
ら
れ
去
る
十
一
日
張
は
同
督
辦
処
の
人
員
の
為
に
多
量
な
阿
片
と
共
に
検
束
せ
ら
れ
た）

（（（
（

」。

　

県
以
下
の
基
層
幹
部
に
よ
る
腐
敗
汚
職
に
対
し
て
は
、
当
時
国
民
政
府
内
部
に
お
い
て
数
多
く
の
例
が
報
告
さ
れ
て
い
た
だ
け
で

な
く）（（（
（

、
民
衆
か
ら
も
不
正
や
腐
敗
汚
職
を
告
発
す
る
お
び
た
だ
し
い
数
の
訴
状
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
奥
村
・
笹
川
は
「
郷
長
の
不

正
行
為
」
の
典
型
例
と
し
て
以
下
の
訴
状
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
一
九
四
一
年
五
月
、
重
慶
か
ら
長
江
を
下
っ
た
鄷
都
県
第
二
区
金

盤
郷
「
公
民
」
の
李
守
斎
ら
一
〇
人
が
、
同
郷
の
蒋
青
眉
郷
長
を
省
政
府
に
訴
え
た
上
訴
文
は
、「
蒋
青
眉
は
も
と
も
と
や
く
ざ
で
、
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字
を
読
ん
だ
り
書
い
た
り
で
き
な
い
こ
と
を
、
県
民
は
皆
知
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
彼
ら
の
兄
弟
は
卑
劣
で
不
正
な
行
動
を
惜
し
み

な
く
す
る
こ
と
で
歴
代
の
区
長
に
へ
つ
ら
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
郷
の
鎮
長
や
聯
保
主
任[

郷
長
の
旧
名]

な
ど
の
職
は
、
叔
父
か

ら
甥
へ
と
世
襲
同
然
で
継
承
し
、
い
さ
さ
か
も
揺
ら
ぐ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
っ
て
、
彼
が
郷
長
に
な
っ
て
か
ら
の
大
き
な
悪

行
と
し
て
、「
一
九
四
〇
年
一
一
月
に
軍
が
穀
物
を
買
付
け
た
際
に
、
四
・
六
五
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
も
余
分
に
徴
収
し
て
着
服
し
た
」、

「
郷
の
役
場
の
所
在
地
に
代
志
才
ら
の
私
設
ア
ヘ
ン
窟
を
許
し
、
闇
の
税
を
と
っ
て
私
服
を
肥
や
し
て
い
る
」
等
を
挙
げ
て
い
る）（（（
（

。

　

た
だ
し
、
国
民
政
府
軍
の
質
は
戦
区
や
軍
の
系
統
に
よ
っ
て
多
少
異
な
っ
て
お
り
、
中
央
系
の
前
線
部
隊
は
一
定
の
戦
力
と
志
気

を
保
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
九
四
一
年
九
月
中
旬
か
ら
一
〇
月
上
旬
に
か
け
て
の
長
沙
作
戦
で
「
敵
軍
中
の
精
鋭
中
央
系

部
隊
」
に
直
面
し
た
呂
集
団
は
、
同
年
一
一
月
二
五
日
付
で
作
成
し
た
報
告
書
の
中
で
「
敵
の
抗
戦
力
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
た
。「
敵
軍
の
厭
戦
機
運
は
相
当
横
溢
し
あ
る
も
蒋
介
石
の
強
靭
な
る
統
制
力
と
身
上
の
控
制
、
徹
底
せ
る
欺
瞞
宣
伝
等

に
依
り
抗
戦
意
志
を
挑
発
し
殊
に
独
『
ソ
』
戦
開
始
後
在
支
日
軍
は
抽
出
転
用
し
戦
況
好
転
す
と
の
宣
伝
は
著
し
く
、
其
の
志
気
を

昂
揚
せ
し
め
た
る
も
の
の
如
し
。
就
中
長
沙
方
面
の
敵
は
久
し
く
第
二
線
に
在
り
て
整
訓
に
専
念
し
我
が
打
撃
を
免
れ
あ
り
し
為
戦

意
の
認
む
べ
き
も
の
あ
り
」、
例
え
ば
、
攻
撃
軍
で
あ
る
「
第
七
四
軍
の
春
華
山
附
近
に
於
け
る
逆
襲
は
極
め
て
勇
敢
に
し
て
中
、

小
隊
長
先
頭
に
立
ち
突
撃
し
来
た
り
、
混
戦
乱
闘
彼
我
折
重
り
て
格
闘
し
両
者
の
損
害
大
な
り
」。「
然
れ
ど
も
一
度
徹
底
的
の
打
撃

を
蒙
り
惨
敗
を
喫
す
る
と
き
は
現
在
の
第
五
戦
区
の
敵
の
如
く
、
著
る
し
く
戦
意
を
喪
失
す
る
を
彼
の
通
弊
と
す
る
を
以
て
第
九
戦

区
も
亦
萎
縮
当
分
再
起
不
能
と
思
惟
せ
ら
る
。
独
り
第
六
戦
区
は
強
撃
を
加
ふ
る
に
先
ち
之
を
逸
し
尚
相
当
の
戦
力
を
保
持
し
あ
り

且
自
主
的
攻
勢
に
依
り
却
つ
て
志
気
を
多
少
な
り
と
も
昂
揚
せ
し
め
た
る
も
の
と
判
断
せ
ら
る）（（（
（

」。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
必
ず
し
も
全
般
な
状
況
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
一
九
四
一
年
一
月
付
で
北
支
那
方
面
軍
参
謀
部
が

作
成
し
た
報
告
書
は
華
北
に
お
け
る
「
帰
順
状
況
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
比
較
的
容
易
に
政
治
的
立
場
を
変
更
し
た
の

は
非
中
央
系
の
「
雑
牌
軍
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。「
汪
政
権
誕
生
の
風
聞
伝
は
り
し
頃
よ
り
漸
次
増
加
の
傾
向
を
辿
り
昨
春
新
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中
央
政
権
成
立
以
来
急
激
に
増
加
」
し
て
い
た
が
、
そ
の
一
般
傾
向
は
「
敵
正
規
軍
（
殊
に
中
央
系
に
属
す
る
も
の
）
の
帰
順
せ
る
も

の
な
し
」、「
雑
牌
軍
に
し
て
編
成
上
（
表
面
的
に
の
み
）
正
規
軍
並
に
編
入
せ
ら
れ
あ
る
も
の
に
於
て
は
既
に
帰
順
せ
る
も
の
あ
り
」、

「
其
他
と
雖
も
機
会
を
得
且
面
子
さ
へ
立
て
ば
帰
順
せ
ん
と
す
る
傾
向
逐
日
濃
厚
と
な
り
つ
つ
あ
り
」。「
帰
順
部
隊
は
帰
順
後
数
ヶ

月
に
し
て
一
部
反
乱
逃
亡
あ
る
を
常
と
」
し
た
が
、「
然
れ
ど
も
未
だ
全
員
逃
亡
の
例
な
く
且
逃
亡
の
原
因
は
敵
側
施
策
と
云
ふ
よ

り
も
寧
ろ
維
持
費
の
皆
無
乃
至
は
不
安
に
起
因
」
し
て
お
り
、「
此
の
経
過
を
終
て
縮
小
整
理
せ
ら
れ
経
費
も
略
々
安
定
し
た
る
も

の
は
皇
軍
の
指
導
下
に
比
較
的
落
付
て
地
方
の
治
安
維
持
に
任
」
じ
ら
れ
た）（（（
（

。
ち
な
み
に
、
一
九
四
一
年
五
月
の
中
原
会
戦
を
通
じ

て
「
敵
軍
人
的
素
質
」
を
調
査
し
た
北
支
那
方
面
軍
司
令
部
は
、「
抗
戦
意
識
の
核
心
を
な
す
も
の
は
概
ね
高
中
卒
業
以
上
の
知
識

層
に
し
て
階
級
的
に
は
大
尉
以
上
の
階
級
層
に
在
り
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
軍
人
の
質
は
階
級
に
よ
り
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ

る
）
（（（
（

。

　

な
お
、
政
府
関
係
者
に
よ
る
「
密
輸
」
は
、
日
中
戦
争
の
以
前
に
お
い
て
も
中
国
国
内
に
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

三
井
物
産
株
式
会
社
香
港
支
店
の
林
和
三
郎
氏
の
調
査
に
よ
る
一
九
三
七
年
一
一
月
付
「
南
支
那
に
於
け
る
密
輸
の
研
究
」
に
よ
れ

ば
、「
南
支
の
密
輸
入
は
一
九
三
六
年
七
月
に
、
中
央
政
府
に
撤
収
さ
る
る
迄
の
広
東
地
方
政
府
、
所
謂
陳
濟
棠
政
権
の
華
や
か
な

り
し
時
代
に
於
て
、
特
に
大
仕
掛
け
に
行
わ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
世
人
之
を
称
し
てO

ffi
cial Sm

uggling

と
云
ひ
、
特
に
重
視

し
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
広
東
政
府
に
関
係
す
る
官
公
吏
、
軍
人
そ
れ
自
ら
が
、
軍
艦
又
は
緝
私
艦
（
密
輸
取
締
に
従
事
す
る
船
艦
）

使
用
し
公
々
然
と
し
て
密
輸
に
従
事
し
て
ゐ
た
点
に
、
他
地
に
見
ら
れ
ぬ
特
異
性
が
あ
つ
た
」。「O

ffi
cial Sm

uggling

を
以
て
広

東
政
府
は
名
を
省
内
産
業
保
護
に
藉
つ
た
が
、
其
實
省
収
入
の
増
加
を
計
つ
た
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
例
を
除
い
て
も
、
南
支
の
密

輸
に
は
北
支
に
見
る
や
う
な
政
策
的
意
義
が
な
く
、
純
然
た
る
採
算
的
立
場
か
ら
来
て
ゐ
る
。
従
つ
て
其
歴
史
も
遠
く
、
其
将
来
性

も
永
い
と
思
は
れ
る
」。「
密
輸
の
対
象
た
る
商
品
も
主
と
し
て
高
額
に
し
て
、
持
ち
運
び
易
き
も
の
に
集
注
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で

あ
る
。
近
時
日
本
商
品
に
し
て
此
資
格
を
備
ふ
る
も
の
多
き
故
、
日
本
品
は
密
輸
の
花
形
を
な
す
と
云
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
密
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輸
せ
ら
る
る
商
品
は
、
現
在
で
は
人
蔘
、
人
絹
糸
布
を
主
と
す
る
織
物
類
、
阿
片
、
薬
品
、
染
料
、
海
産
物
の
如
き
高
価
品
よ
り
形

状
の
細
少
な
る
縫
針
、
罐
詰
、
豆
電
球
類
又
比
較
的
運
搬
し
易
き
燐
寸
、
紙
、
護
謨
靴
、
酒
、
煙
草
類
よ
り
、
密
輸
は
一
見
不
可
能

視
さ
る
る
塩
、
金
物
類
、
セ
メ
ン
ト
、
砂
糖
、
硫
安
の
如
き
重
量
品
に
至
る
迄
何
十
種
と
云
ふ
多
数
に
亘
つ
て
ゐ
る
」。「
之
等
が
地

形
上
、
自
然
的
に
密
輸
の
デ
ポ
ツ
ト
を
な
す
香
港
を
中
心
と
し
て
、
派
生
的
に
各
方
面
に
密
輸
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」。
例
え
ば
、

「
最
近
の
人
絹
絲
」
は
「
香
港
の
問
屋
即
ち
目
友
、
南
華
の
如
き
が
、
上
海
の
問
屋
並
に
上
海
の
税
関
吏
と
結
託
し
、
一
応
荷
物
は

香
港
揚
と
し
て
日
本
か
ら
買
付
け
、
之
を
多
く
の
場
合Jardine

船
に
て
上
海
へ
送
り
、
同
地
で
揚
荷
の
際
税
関
の
検
査
済
の
箱
へ

詰
め
変
へ
て
密
輸
を
す
る
と
云
ふ
方
法
に
依
つ
て
盛
に
行
は
れ
て
ゐ
る
模
様
で
あ
る
」。「
幾
多
の
商
品
が
、
日
に
夜
に
税
関
の
快
速

武
装
巡
視
船
の
機
関
銃
火
を
潜
り
、
大
空
に
高
鳴
る
監
視
飛
行
機
の
爆
音
の
下
に
、
或
は
隼
に
似
た
海
官
吏
の
監
視
眼
を
避
け
て
、

悠
々
然
と
し
て
、
帆
船
に
、
汽
車
に
、
汽
船
に
、
徒
歩
に
、
広
東
省
内
至
る
所
に
密
輸
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
実
は
、
識
見
あ
る
支
那
通

に
と
つ
て
も
新
し
く
耳
朶
を
打
つ
た
近
来
の
意
表
事
で
あ
る
し
、
支
那
の
為
に
は
ま
こ
と
に
国
宝
的
名
物
と
称
し
て
も
過
言
で
な
い

で
あ
ら
う
。
之
等
密
輸
入
の
年
額
約
数
千
萬
弗
と
云
は
れ
て
ゐ
る
」。「
更
に
支
那
内
地
よ
り
他
外
国
へ
の
密
輸
出
も
馬
鹿
に
な
ら
な

い
。
貴
金
属
製
品
毎
月
約
二
、
三
千
兩
、
支
那
貨
幣
毎
月
約
二
百
萬
弗
、
銅
貨
毎
月
約
二
、
三
千
担
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
鉱
石
毎
月
約

百
噸
、
外
に
亜
片
、
其
他
驚
く
可
き
数
額
に
上
つ
て
ゐ
る）（（（
（

」。

　　
（
３
）　

外
部
か
ら
の
操
作
と
そ
の
限
界

　

第
三
に
、「
密
輸
」
に
関
与
し
た
人
々
は
条
件
次
第
で
は
外
部
の
別
勢
力
と
も
一
定
の
関
係
を
も
つ
こ
と
を
拒
ま
な
い
存
在
で
あ

り
、
と
き
に
外
部
か
ら
の
軍
事
工
作
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
九
四
二
年
二
月
、
蒋
介
石
は
そ
の
講
話

の
中
で
軍
内
部
に
お
け
る
「
密
輸
」
の
弊
害
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
今
後
我
方
の
国
境
駐
留
軍
隊
が
、
も
し
密
輸
に
よ
る
金
儲
け
と
い
う
悪
癖
を
完
全
に
絶
つ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
自
ら
の
生
命

を
敵
に
差
し
出
す
に
等
し
く
、
ま
さ
に
自
殺
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
…
…
敵
は
別
の
悪
辣
な
戦
術
に
切
替
え
、
武
力
の
み
で
進
攻
す
る
の

で
は
な
く
、
経
済
面
の
方
法
に
よ
り
進
行
し
て
き
て
い
る
。
敵
国
内
か
ら
廉
価
な
敵
側
製
品
を
数
多
く
運
ん
で
き
て
、
我
方
の
一
般
民
衆
や

官
兵
を
誘
惑
し
て
お
り
、
一
部
の
官
兵
は
敵
の
こ
の
陰
謀
が
わ
か
ら
ず
、
転
売
す
る
だ
け
で
大
き
な
マ
ー
ジ
ン
が
得
ら
れ
る
と
思
い
込
み
、

密
輸
に
よ
る
金
儲
け
を
厭
わ
ず
、
如
何
に
金
儲
け
を
し
て
財
を
築
く
か
を
ひ
た
す
ら
考
え
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
、
部
隊
の
中
で
は
集
め
た

利
益
が
上
下
で
や
り
と
り
さ
れ
、
酒
色
に
お
ぼ
れ
贅
沢
三
昧
と
な
り
、
ま
さ
に
為
さ
ざ
る
と
こ
ろ
な
し
と
な
っ
て
し
ま
う
。
自
ら
の
抗
戦
と

革
命
の
任
務
を
ま
る
っ
き
り
忘
れ
て
、
ど
う
し
て
敗
北
せ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。
皆
に
心
得
て
お
い
て
も
ら
い
た
い
の
は
、
今
前
線
に
あ
る

密
輸
の
弊
害
で
あ
る
。
敵
側
製
品
は
車
一
台
や
船
一
隻
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
量
に
運
び
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
一
般
の
兵
士
や
人
夫
ま
で
も

が
少
し
ば
か
り
の
タ
バ
コ
や
マ
ッ
チ
等
を
持
ち
込
み
、
後
方
ま
で
持
っ
て
い
っ
て
金
儲
け
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
部
隊
内
部
で
は
上
官

が
す
で
に
大
量
の
密
輸
行
為
を
行
っ
て
い
る
以
上
、
上
官
は
部
下
の
密
輸
を
禁
止
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
や
部
下
を
監
督
・
指

導
し
、
部
下
か
ら
の
信
頼
や
尊
敬
を
得
る
者
も
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
上
に
立
つ
者
が
す
る
こ
と
を
下
の
者
が
ま
ね
し
て
私
利
を
図
る
よ

う
に
な
り
、
部
下
は
当
然
上
官
の
命
令
に
は
服
さ
な
く
な
る
。
こ
う
し
て
、
部
隊
全
体
で
精
神
が
散
漫
と
な
り
、
紀
律
は
乱
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る）

（（（
（

」。

　

さ
ら
に
蒋
介
石
は
、
軍
人
が
「
密
輸
」
を
通
じ
て
日
本
側
の
軍
事
工
作
に
加
担
し
た
例
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
逆
に
、
敵
は
密
輸
を
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
利
用
し
、
第
五
縦
隊
と
ス
パ
イ
を
我
方
の
部
隊
の
駐
屯
地
に
紛
れ
込
ま
せ
、
ひ
そ
か
に
情
報
を
探

り
、
弱
点
を
窺
っ
て
い
る
。
敵
が
攻
め
込
ん
で
く
る
と
き
ま
で
に
は
、
我
方
部
隊
の
実
力
、
配
備
さ
れ
た
兵
力
及
び
各
級
指
導
部
の
所
在
地

に
つ
い
て
明
ら
か
な
る
こ
と
掌
を
指
す
が
如
く
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
敵
は
さ
ほ
ど
大
き
な
部
隊
を
用
い
る
必
要
も
な
く
、
少
数
の
兵
力
を

用
い
る
だ
け
で
、
我
々
の
陣
地
で
好
き
勝
手
に
で
き
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
敵
の
第
五
縦
隊
は
我
々
の
後
方
と
軍
内
で
ど
さ
く
さ
紛
れ
に
デ

マ
を
飛
ば
し
、
人
心
を
動
揺
さ
せ
る
。
我
方
の
官
兵
は
日
頃
か
ら
の
準
備
も
な
け
れ
ば
、
戦
闘
に
臨
ん
で
も
闘
志
は
な
く
、
崩
壊
す
る
以
外
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な
く
て
当
然
で
あ
る
！　

昨
年
惨
敗
し
た
晋
南
、
鄭
州
及
び
紹
興
は
、
い
ず
れ
も
敵
側
地
域
に
近
接
す
る
密
輸
に
便
利
な
地
方
で
あ
る
。

…
…
敵
は
こ
れ
ら
の
地
方
に
対
し
、
大
き
な
兵
力
を
用
い
る
必
要
は
な
く
、
密
輸
を
利
用
す
る
方
法
さ
え
あ
れ
ば
、
我
々
の
運
命
の
鍵
を
握

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
！）

（（（
（

」。

　

こ
の
蒋
介
石
の
講
話
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
晋
南
、
鄭
州
及
び
紹
興
の
「
密
輸
」
の
う
ち
、
晋
南
の
事
例
、
す
な
わ
ち
一
九
四

一
年
五
月
の
中
原
会
戦
（
中
国
側
名
称
は
「
中
条
山
戦
役
」）
に
関
す
る
よ
り
具
体
的
な
状
況
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
斉
春

風
が
引
用
し
た
一
九
四
一
年
八
月
付
の
国
防
最
高
委
員
会
档
案
に
よ
れ
ば
、「
中
条
山
で
失
敗
し
た
原
因
の
一
つ
は
敵
が
敵
側
の
麻

薬
を
廉
価
に
輸
送
し
て
き
た
た
め
に
、
軍
隊
が
上
か
ら
下
ま
で
儲
け
主
義
に
走
り
、
密
輸
が
横
行
し
、
戦
闘
力
が
弱
ま
っ
て
し
ま
っ

た
。
…
…
特
に
密
輸
に
よ
る
麻
薬
販
売
を
最
大
の
原
因
と
し
て
、
戦
区
内
の
密
輸
は
中
条
山
だ
け
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
河
南

省
の
黄
河
沿
岸
に
あ
る
鄭
州
、
汜
水
、
陝
州
は
い
ず
れ
も
密
輸
拠
点
と
な
っ
て
い
た
。
南
岸
の
防
衛
軍
は
例
外
な
く
す
べ
て
責
任
が

あ
り
、
陝
州
一
帯
の
状
況
は
特
に
ひ
ど
い
も
の
で
あ
っ
た）（（（
（

」。
こ
の
国
防
最
高
委
員
会
档
案
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
南
岸
の
防
衛
軍
」

と
は
、
当
時
河
南
省
陝
県
の
黄
河
南
岸
に
駐
屯
し
て
い
た
第
三
八
集
団
軍
を
指
す
が
、
第
三
八
集
団
軍
に
よ
る
麻
薬
の
「
密
売
」
へ

の
関
与
に
つ
い
て
、
斉
春
風
が
同
档
案
を
用
い
て
ま
と
め
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
陝
県
の
黄
河
南
岸
は
対
岸
の
敵
陣
か
ら
砲
火
を
浴

び
や
す
い
地
形
に
あ
り
、
そ
の
防
衛
は
容
易
で
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
危
険
な
環
境
に
あ
り
な
が
ら
こ
の
地
域
に
は
三
〇
軒
以

上
の
妓
楼
が
あ
り
、
第
三
八
集
団
軍
総
司
令
の
李
家
鈺
は
同
県
一
帯
に
進
駐
す
る
と
、
悪
徳
商
人
の
楊
慶
亭
と
結
託
し
て
麻
薬
を
大

量
に
販
売
し
た
。
ヘ
ロ
イ
ン
だ
け
で
も
毎
月
五
〇
〇
両
を
軍
用
車
で
各
県
に
販
売
し
、
李
家
鈺
が
率
い
る
形
で
第
三
八
集
団
は
上
か

ら
下
ま
で
麻
薬
の
「
密
売
」
を
業
と
し
て
い
た
。
一
九
四
一
年
五
月
七
日
、
日
本
軍
が
対
岸
の
中
条
山
一
帯
で
「
中
原
作
戦
」
を
開

始
し
た
が
、
そ
の
翌
日
の
八
日
、
戦
区
司
令
長
官
の
衛
立
煌
が
李
家
鈺
に
電
話
で
前
線
の
状
況
を
照
会
し
た
際
、
賭
博
に
忙
し
く
し

て
い
た
李
家
鈺
は
「
無
事
」
で
あ
る
と
回
答
し
て
い
た
と
い
う）（（（
（

。
ち
な
み
に
、
当
時
の
日
本
側
の
見
方
と
し
て
、
北
支
那
方
面
軍
司
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令
部
の
報
告
は
、
中
原
会
戦
の
結
果
に
つ
い
て
、「
敵
中
央
軍
の
統
帥
指
揮
」
は
「
従
来
指
摘
せ
ら
れ
あ
り
し
各
種
欠
陥
を
遺
憾
な

く
露
呈
せ
り
」
と
評
価
し
て
い
る）（（（
（

。

　

ま
た
、
前
述
の
蒋
介
石
に
よ
る
講
話
で
言
及
さ
れ
て
い
る
紹
興
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
そ
の
具
体
的
状
況
を
伝
え
る
資
料
が
重
慶

市
档
案
館
で
確
認
で
き
て
い
る
。
一
九
四
二
年
二
月
、
行
政
院
が
重
慶
市
政
府
に
対
し
て
発
出
し
た
件
名
に
「
密
」
と
記
さ
れ
た
訓

令
は
、
紹
興
陥
落
前
の
状
況
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
紹
興
が
陥
落
す
る
前
、
敵
は
悪
徳
商
人
の
密
輸
を
利
用
し
、

拳
銃
の
弾
薬
を
貨
物
の
中
に
密
か
に
隠
し
て
城
内
ま
で
運
ぶ
と
と
も
に
、
平
服
を
着
た
部
隊
を
紛
れ
込
ま
せ
た
。
我
方
は
秘
密
結
社

の
分
子
を
情
報
員
に
充
て
て
お
り
、
そ
の
数
は
数
百
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
員
は
日
頃
か
ら
密
輸
で
往
来
し
て
お
り
、
密
輸
に

よ
り
敵
と
結
託
し
て
い
た
た
め
、
我
方
の
情
勢
は
す
べ
て
敵
の
察
知
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
ま
た
密
輸
を
行
う
秘
密
結
社
は
一
時
的

な
内
通
者
と
し
て
利
用
さ
れ
た
」。「
敵
人
は
三
江
城
か
ら
上
陸
し
て
城
内
に
平
服
の
部
隊
を
潜
伏
さ
せ
た
」
が
、「
我
方
を
欺
く
偽

の
情
報
」
の
た
め
に
、「
敵
人
が
紹
興
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
我
機
関
の
部
隊
は
全
く
気
づ
か
ず
、
第
八
六
軍
政
治
部
の
劇
団
は
い

つ
も
ど
お
り
演
劇
を
行
っ
て
い
た
」。「
深
夜
一
二
時
、
敵
人
は
城
の
郊
外
ま
で
接
近
す
る
と
、
城
内
の
平
服
部
隊
が
同
時
に
内
部
か

ら
呼
応
し
、
公
私
い
ず
れ
も
撤
退
で
き
な
い
ま
ま
重
大
な
損
失
を
被
る
結
果
と
な
っ
た
」。
そ
し
て
、
同
訓
令
は
「
軍
政
が
悪
徳
商

人
に
よ
る
密
輸
を
庇
護
し
た
た
め
に
、
密
輸
が
敵
に
利
用
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
」
の
で
あ
る
と
し
、「
以
後
、
凡
そ
密
輸
に
よ
っ

て
金
儲
け
し
た
り
、
密
輸
を
庇
護
し
た
り
し
た
者
は
、
い
ず
れ
も
法
に
依
っ
て
極
刑
に
処
す
べ
き
で
あ
る
」
と
指
示
し
て
い
る）（（（
（

。

　

た
だ
し
、
日
本
軍
が
中
国
の
秘
密
結
社
を
容
易
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
と
い
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、

日
本
側
で
は
逆
に
、
青
幇
等
の
利
用
は
自
他
と
も
に
害
を
蒙
る
「
両
刃
ノ
刀
」
で
あ
り
、
軽
々
し
く
使
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る

見
方
も
存
在
し
た
。
一
九
三
八
年
一
一
月
二
二
日
付
で
畑
部
隊
特
務
部
が
作
成
し
た
「
支
那
ノ
秘
密
勢
力
青
幇
、
紅
幇
ノ
利
用
上
ニ

就
テ
」
と
題
す
る
報
告
は
当
時
の
青
幇
や
紅
幇
の
動
き
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
今
回
ノ
事
変
カ
始
マ
ツ
テ
以
来
自
ラ
日
本
側
ヘ
各
種
ノ
牒
報
ヲ
供
給
シ
タ
ノ
モ
彼
等
ノ
下
端
テ
ア
ル
カ
、
日
本
側
ノ
軍
機
ヲ
漢
口
側
ヘ
漏

シ
テ
イ
タ
ノ
モ
彼
等
テ
ア
ル
。『
自
分
カ
出
レ
ハ
土
地
ノ
遊
撃
隊
ヲ
追
遂
払
ツ
テ
皇
軍
ノ
先
達
ヲ
シ
ヨ
ウ
』
ト
買
ツ
テ
出
タ
ノ
モ
彼
等
ノ
下

ツ
端
テ
ア
リ
、
皇
軍
ノ
威
ヲ
笠
ニ
着
テ
思
フ
存
分
掠
奪
、
放
火
、
殺
人
ヲ
行
ツ
テ
、
罪
ヲ
日
本
ニ
帰
シ
、
農
民
ヲ
シ
テ
新
ニ
離
日
的
、
反
日

的
態
度
ヲ
抱
カ
シ
メ
タ
ノ
モ
彼
等
テ
ア
ル
」。「
国
民
政
府
ノ
正
規
軍
カ
江
南
ノ
地
ヲ
後
退
ス
ル
ヤ
、
国
民
政
府
ノ
『
抗
日
愛
国
』
ノ
ス
ロ
ー

ガ
ン
ヲ
笠
ニ
着
テ
遊
撃
隊
ニ
化
ケ
タ
ノ
モ
彼
等
テ
ア
ツ
タ
カ
、
時
日
ノ
経
過
ス
ル
ニ
従
ツ
テ
彼
等
カ
農
民
ヲ
圧
迫
搾
取
ス
ル
結
果
流
石
ノ
国

民
政
府
モ
コ
ノ
為
ニ
人
心
カ
同
政
府
カ
ラ
離
反
ス
ル
ノ
ヲ
恐
レ
、
新
四
路
軍
（
共
産
系
）
ヲ
シ
テ
彼
等
ノ
武
器
ヲ
取
上
ケ
解
散
ヲ
命
シ
シ
メ

ツ
ゝ
ア
ル
ノ
ハ
最
近
ノ
事
ニ
属
ス
ル
」。「
青
幇
、
紅
幇
ヲ
正
シ
ク
利
用
出
来
ル
人
カ
ア
リ
ト
ス
レ
ハ
其
ノ
人
ハ
如
何
ナ
ル
人
テ
モ
使
ヘ
ル
達

人
テ
ア
ル
。
ゴ
ロ
ツ
キ
カ
従
順
サ
ウ
ナ
顔
ヲ
シ
テ
日
本
人
ニ
近
ツ
ク
ノ
ハ
自
己
ノ
私
利
ノ
為
テ
ア
ル
。
日
本
人
カ
接
近
シ
易
イ
人
ヲ
親
日
家

ト
ノ
ミ
思
ヒ
込
ム
ノ
ハ
危
険
カ
伏
在
ス
ル
。
目
前
ニ
実
行
力
カ
ア
ル
カ
ラ
ト
イ
ツ
テ
コ
レ
ニ
最
後
迄
腐
レ
縁
ヲ
存
続
ス
ル
コ
ト
ハ
極
メ
テ
危

イ
）
（（（
（

」。

　

同
報
告
は
漢
口
周
辺
の
状
況
に
つ
い
て
も
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
幇
会
に
対
す
る
一
定
の
警
戒
の
必
要
性
を
提
起
し
て
い
る
。

「
日
本
軍
カ
其
ノ
勢
力
ノ
下
ニ
制
シ
ツ
ゝ
ア
ル
湖
南
湖
北
ノ
地
モ
由
来
青
幇
、
紅
幇
、
哥
老
会
等
ノ
徒
カ
多
イ
。
漢
口
ノ
楊
金
山
ノ
如
キ
ハ

同
地
ニ
於
ケ
ル
幇
ノ
中
心
人
物
テ
ア
ル
。
コ
ン
ナ
連
中
ハ
皇
軍
ノ
漢
口
占
領
後
間
モ
ナ
ク
日
本
側
ヘ
近
カ
ン
ト
シ
テ
接
近
シ
来
ル
コ
ト
ト
存

ス
ル
モ
コ
レ
等
ニ
訓
告
ス
ヘ
キ
コ
ト
ハ
其
ノ
部
下
ニ
悪
事
ヲ
サ
セ
ヌ
コ
ト
ヲ
約
シ
ム
ル
ノ
一
事
ニ
至
リ
、
斯
カ
ル
消
極
的
方
面
ニ
於
テ
ノ
ミ

コ
レ
ヲ
利
用
シ
得
ル
ト
信
ス
」。「
斯
ク
テ
幇
ノ
中
心
人
物
ハ
戦
争
直
後
ノ
混
乱
ニ
乗
シ
テ
妄
動
セ
ン
ト
ス
ル
不
逞
分
子
ノ
行
動
ヲ
知
リ
得
ル

能
力
ア
リ
、
且
ツ
多
ク
ノ
労
働
者
浮
浪
人
ハ
其
ノ
縄
張
リ
ノ
内
ニ
在
ル
（
多
ク
ノ
労
働
者
階
級
ハ
幇
ノ
下
端
ニ
属
シ
テ
ヰ
ル
）
関
係
上
、
中

心
人
物
ニ
実
在
ヲ
持
タ
シ
メ
テ
『
漢
口
一
帯
ノ
地
ニ
不
逞
ノ
行
動
ヲ
起
サ
ゝ
リ
シ
ト
キ
ハ
賞
ヲ
与
フ
ル
』
コ
ト
ト
誇
示
ス
ル
ノ
ハ
最
モ
妥
当

テ
ア
リ
、
一
方
日
本
側
ハ
彼
等
中
心
人
物
ノ
生
命
財
産
ノ
安
全
ヲ
保
証
シ
テ
ヤ
ル
ノ
モ
機
宜
ヲ
得
タ
ル
方
法
カ
ト
存
セ
ラ
ル
ル
。
但
シ
軽
々
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シ
ク
彼
等
ニ
将
来
ノ
官
職
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
約
シ
タ
リ
、
重
要
ナ
ル
権
力
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ハ
国
民
政
府
ノ
失
敗
セ
ル
前
車
ノ
轍
ヲ
踏
ム
ノ
ミ

ナ
ラ
ス
、
将
来
ニ
向
ツ
テ
収
拾
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
混
乱
ノ
種
ヲ
播
ク
ニ
外
ナ
ラ
ナ
イ）

（（（
（

」。

　

ち
な
み
に
、
日
本
軍
に
限
ら
ず
、
国
民
政
府
も
ま
た
日
本
軍
占
領
地
域
と
の
間
を
往
来
す
る
行
商
人
を
隠
れ
蓑
と
し
た
軍
事
工
作

を
展
開
し
て
お
り
、「
密
輸
」
は
敵
対
し
て
い
た
両
地
域
を
往
来
す
る
媒
体
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
得
る
も

の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
在
杭
州
領
事
館
警
察
署
長
が
一
九
四
二
年
六
月
付
で
作
成
し
た
報
告
書
は
、
杭
州
憲
兵
分
隊
に
て
同
年

「
五
月
中
旬
第
三
戦
区
便
衣
混
城
隊
第
一
総
隊
指
揮
部
麾
下
諜
報
囘
杭
富
組
長
（
杭
州
富
陽
巡
回
組
長
）
陳
高
傑
（
中
尉
）
以
下
十
名

ヲ
検
挙
取
調
ヘ
ヲ
ナ
ス
」
こ
と
に
よ
り
判
明
し
た
「
敵
側
情
報
蒐
集
状
況
」
を
以
下
の
と
お
り
報
告
し
て
い
る
。

「
今
次
作
戦
ノ
兵
站
中
心
地
タ
ル
杭
州
駅
、
南
星
橋
並
閘
口
一
帯
ニ
煙
草
行
商
人
並
人
力
車
夫
等
ニ
変
装
セ
シ
メ
タ
ル
情
報
員
九
名
ヲ
潜
入

セ
シ
メ
右
情
報
員
ハ
各
所
ニ
於
テ
部
隊
苦
力
等
ニ
接
近
煙
草
等
ヲ
与
ヘ
好
感
ヲ
買
ヒ
或
ハ
自
己
ニ
於
テ
見
聞
シ
ツ
ツ
部
隊
ノ
兵
力
装
備
輸
送

状
況
並
糧
秣
弾
薬
ノ
集
積
地
等
ヲ
聴
取
探
査
シ
ア
リ
タ
リ
」。「
前
記
諜
報
員
九
名
ハ
杭
県
富
陽
附
近
ニ
在
ル
第
一
総
隊
指
揮
部
諜
報
係
長
陳

忠
禧
ナ
ル
者
ヘ
連
絡
ノ
為
杭
州
市
内
茶
問
屋
ニ
諜
報
団
ヲ
密
接
セ
シ
メ
入
手
セ
ル
情
報
ハ
茶
葉
商
人
ニ
偽
装
セ
シ
メ
タ
ル
情
報
員
ヲ
シ
テ
杭

州
龍
井
（
杭
州
西
方
十
一
粁
）
ノ
固
定
連
絡
所
ニ
口
頭
提
報
シ
同
所
ヨ
リ
毎
月
三
回
情
報
記
録
ヲ
作
製
前
記
指
揮
部
ニ
定
期
的
ニ
報
告
シ
ア

リ
タ
リ
」。

　

同
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
情
報
員
ら
は
「
四
月
二
九
日
ヨ
リ
五
日
間
杭
州
市
南
星
橋
ニ
ハ
毎
日
約
五
、〇
〇
〇
名
ノ
日
本

軍
到
着
シ
大
半
ハ
錢
塘
江
ヲ
渡
江
蕭
山
、
紹
興
方
面
ヘ
移
動
セ
リ
」、「
日
軍
ハ
今
次
作
戦
ヲ
清
郷
工
作
ナ
リ
ト
宣
伝
シ
ア
ル
モ
之
ハ

偽
瞞
ニ
シ
テ
金
華
方
面
ノ
作
戦
ナ
リ
、
兵
力
等
ヨ
リ
考
察
ス
ル
ニ
重
慶
迄
進
撃
ス
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
」、「
杭
州
市
鳳
山
門
外
中
国
兵
舎
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跡
ニ
ハ
兵
器
弾
薬
糧
秣
等
約
二
ヶ
月
分
集
積
シ
ア
リ
且
連
日
貨
車
三
、
四
回
ツ
ツ
入
庫
シ
ア
リ
、
警
戒
ハ
手
薄
ナ
リ
」
等
の
日
本
軍

関
係
情
報
を
本
部
に
報
告
し
て
い
た
と
い
う）（（（
（

。

（
100
）　Lloyd E. Eastm

an, Seeds of D
estruction: N

ationalist China in W
ar and R

evolution, 1937‒1949, Stanford: 
Stanford U

niversity Press, 1984.

（
101
）　

石
島
紀
之
・
久
保
亨
編
『
重
慶
国
民
政
府
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
一
五
頁
。

（
102
）　

笹
川
裕
史
・
奥
村
哲
『
銃
後
の
中
国
社
会
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。

（
103
）　Prasenjit D

uara, Culture, Pow
er and the State: R

ural N
orth China, 1900-1942, Stanford: Stanford U

niversity 
Press, 1988. Ralph T

haxton, Salt of the E
arth: T

he Political O
rigins of Peasant Protest and Com

m
unist R

evolution 
in China, U

niversity of California Press, 1997, pp.17‒18; p.40.

（
104
）　

臼
井
勝
美
『
新
版 

日
中
戦
争
』
中
公
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
二
、
一
三
〇
頁
。

（
105
）　

総
力
戦
研
究
所
飯
村
所
「
第
一
回
総
力
戦
机
上
演
習
間
ノ
雑
感
」（
一
九
四
一
年
八
月
）
一
一
二‒

一
二
〇
頁
、
国
立
公
文
書
館
蔵

（JA
CA

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref. A

06030188800

返
還
文
書
（
旧
内
務
省
等
関
係
））。

（
106
）　

斉
春
風
『
中
日
経
済
戦
中
的
走
私
活
動
（
一
九
三
七‒

一
九
四
五
）』
北
京
：
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
九
〇‒

九
一
頁
。

（
107
）　

前
掲
「
第
一
回
総
力
戦
机
上
演
習
間
ノ
雑
感
」
三
六
頁
。

（
108
）　

古
厩
忠
夫
「
日
中
戦
争
と
占
領
地
経
済
︱
華
中
に
お
け
る
通
貨
と
物
資
の
支
配
」、『
日
中
戦
争
と
上
海
、
そ
し
て
私　

古
厩
忠
夫
中

国
近
現
代
史
論
集
』
二
九
六‒

二
九
七
頁
。

（
109
）　

同
右
、
二
九
六‒

二
九
七
頁
。

（
110
）　

久
我
成
美
在
蘭
貢
領
事
「
支
那
向
軍
需
品
ニ
関
ス
ル
件
」（
一
九
四
〇
年
六
月
一
二
日
）、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
（JA

CA
R Ref. 

B02030610800

外
務
省
記
録
「
支
那
事
変
関
係
一
件
／
各
国
武
器
供
給
関
係
／
緬
甸
並
香
港
経
由
援
蒋
物
資
輸
送
禁
絶
関
係
第
二
巻
」）。

（
111
）　

大
本
営
陸
軍
部
「
蒋
政
権
ノ
経
済
的
抗
戦
力
ノ
動
向
」（
一
九
四
〇
年
八
月
）、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
（JA

CA
R Ref. 

B02030532600

外
務
省
記
録
「
支
那
事
変
関
係
一
件 

第
九
巻
」）。

（
112
）　

前
掲
『
中
日
経
済
戦
中
的
走
私
活
動
（
一
九
三
七‒

一
九
四
五
）』
八
七
頁
。
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（
113
）　

前
掲
「
蒋
政
権
ノ
経
済
的
抗
戦
力
ノ
動
向
」（
一
九
四
〇
年
八
月
）、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
。

（
114
）　

前
掲
『
中
日
経
済
戦
中
的
走
私
活
動
（
一
九
三
七‒

一
九
四
五
）』
八
八
頁
。

（
115
）　

同
右
、
九
五
頁
。

（
116
）　

同
右
、
九
八‒

一
〇
〇
頁
。

（
117
）　

同
右
、
一
〇
〇‒

一
〇
一
頁
。

（
118
）　

東
亜
研
究
所
「
抗
戦
支
那
の
食
糧
問
題
（
飜
譯
）」（
一
九
四
二
年
七
月
）。
こ
の
資
料
は
主
と
し
て
、
黄
霖
生
、
朱
通
九
、
陸
国
香
、

舒
農
非
、
伍
家
敏
、
張
維
光
に
よ
る
『
戦
時
食
料
問
題
』（
民
国
二
八
年
四
月
初
版
、
重
慶
独
立
出
版
社
）
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

同
資
料
の
「
譯
序
」
に
は
、『
戦
時
食
料
問
題
』
は
「
Ｃ･

Ｃ
系
の
流
れ
を
く
む
一
派
の
も
の
で
あ
り
、
陳
立
夫
が
農
林
部
長
に
お
さ
ま

つ
た
今
日
そ
の
見
解
は
一
応
問
題
解
決
の
方
向
を
見
定
め
る
の
に
参
考
と
す
る
に
足
る
と
思
ひ
、
且
割
合
に
一
応
ま
と
ま
つ
た
各
種
の
統

計
が
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
紹
介
し
た
」
と
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
。
な
お
、「
食
糧
運
送
販
売
機
構
の
統
制
と
食
糧
統
制
」
の
執
筆
者
は

張
維
光
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
119
）　

同
右
。
な
お
、「
抗
戦
期
中
四
川
食
糧
管
理
の
我
見
」
の
執
筆
者
は
舒
農
非
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
120
）　

四
川
省
政
府
訓
令
（
民
国
二
九
年
六
月
、
秘
一
字
８
６
０
０
号
）、
重
慶
市
档
案
館
蔵
（
北
碚
管
理
局
档
案
、
全
宗
０
０
８
１
、
目

録
４
、
巻
号
２
５
４
）。

（
121
）　

四
川
省
政
府
代
電
（
民
国
三
〇
年
一
月
一
一
日
收
、
第
０
０
４
０
９
号
）、
四
川
省
档
案
館
蔵
（
四
川
省
政
府
民
政
庁
档
案
、
全
宗

号
５
４
、
案
巻
号
１
０
３
６
５
）。

（
122
）　

前
掲
『
中
日
経
済
戦
中
的
走
私
活
動
（
一
九
三
七‒
一
九
四
五
）』
二
二
七
頁
。

（
123
）　

興
亜
院
華
中
連
絡
部
「
占
領
地
区
ト
敵
遊
撃
地
区
ト
ノ
物
資
交
流
関
係
︱
経
済
遊
撃
活
動
ノ
実
状
ト
敵
地
ニ
於
ケ
ル
民
衆
組
織
︱

（
皖
北
ヲ
中
心
ト
シ
テ
）」（
一
九
三
九
年
一
二
月
）。
本
資
料
冒
頭
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
本
調
査
は
、
中
支
調
査
機
関
連
合
会
（
興
亜
院
が

華
中
連
絡
部
を
中
心
に
「
在
中
支
官
民
調
査
関
係
機
関
」
を
総
動
員
し
て
結
成
し
た
も
の
）
政
治
分
科
会
調
査
項
目
の
一
環
と
し
て
行
わ

れ
た
「
昭
和
一
四
年
九
月
実
施
シ
タ
ル
蚌
埠
方
面
ニ
於
ケ
ル
商
品
流
通
ニ
関
ス
ル
実
態
調
査
ノ
報
告
ノ
一
部
」
で
あ
り
、「
本
資
料
ハ
中

調
聯
政
治
分
科
会
担
当
満
鉄
上
海
事
務
所
ノ
調
査
室
、
熊
谷
氏
ノ
執
筆
ニ
ナ
ル
」。

（
124
）　

同
右
。
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（
125
）　

前
掲
『
中
日
経
済
戦
中
的
走
私
活
動
（
一
九
三
七‒

一
九
四
五
）』
二
三
五
頁
。

（
126
）　

同
右
、
二
二
五
頁
。

（
127
）　

同
右
、
二
三
九‒

二
四
〇
頁
。

（
128
）　

同
右
。

（
129
）　

四
川
省
政
府
訓
令
（
民
国
三
〇
年
七
月
一
四
日
收
、
三
〇
年
秘
一
字
第
１
１
２
９
２
号
）、
四
川
省
档
案
館
蔵
（
四
川
省
政
府
民
政

庁
档
案
、
全
宗
号
５
４
、
案
巻
号
１
０
３
６
５
）。

（
130
）　
「
密
（
為
據
報
錢
江
南
岸
有
走
私
情
事
分
電
厳
緝
査
報
由
）」（
民
国
二
八
年
八
月
一
五
日
）、
中
国
第
二
歴
史
档
案
館
蔵
（
財
政
部
貿

易
委
員
会
档
案
、
全
宗
３
０
９
、
案
巻
号
７
８
０
６
「
査
緝
浙
省
私
運
物
産
至
敵
占
領
区
案
」）。

（
131
）　

前
掲
「
第
一
回
総
力
戦
机
上
演
習
間
ノ
雑
感
」
一
一
三‒

一
一
四
頁
。
こ
の
報
告
書
の
一
一
四
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
上
海
港
ノ

移
入
減
少
品
」
に
よ
れ
ば
、
桐
油
の
移
入
額
は
一
九
三
六
年
の
六
万
三
、五
〇
八
千
元
、
一
九
三
七
年
の
六
万
七
、三
三
三
千
元
か
ら
、
一

九
三
八
年
に
は
五
、七
二
二
千
元
、
一
九
三
九
年
に
は
一
、四
四
五
千
元
へ
と
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
、
茶
の
移
入
額
は
一
九
三
六

年
の
二
万
五
、二
九
四
千
元
か
ら
、
一
九
三
七
年
に
一
万
三
、七
〇
〇
千
元
、
一
九
三
八
年
に
八
、二
三
八
千
元
、
一
九
三
九
年
に
は
三
、四

四
五
千
元
へ
と
減
少
し
て
い
る
。

（
132
）　

前
掲
「
占
領
地
区
ト
敵
遊
撃
地
区
ト
ノ
物
資
交
流
関
係
︱
経
済
遊
撃
活
動
ノ
実
状
ト
敵
地
ニ
於
ケ
ル
民
衆
組
織
（
皖
北
ヲ
中
心
ト
シ

テ
）」（
一
九
三
九
年
一
二
月
）。

（
133
）　

同
右
。

（
134
）　

同
右
。

（
135
）　

前
掲
『
中
日
経
済
戦
中
的
走
私
活
動
（
一
九
三
七‒

一
九
四
五
）』
二
四
五‒

二
四
六
頁
。

（
136
）　
「
湖
南
省
動
員
委
員
会
研
究
対
敵
経
済
反
封
鎖
意
見
」、
中
国
第
二
歴
史
档
案
館
蔵
（
財
政
部
貿
易
委
員
会
档
案
、
全
宗
３
０
９
、
案

巻
号
７
７
５
６
「
湘
省
動
員
委
員
会
対
敵
経
済
反
封
鎖
意
見
五
項
」）。

（
137
）　
「
中
共
浙
南
特
委
為
开
展
粮
食
斗
争
給
各
県
的
指
示
信
」（
一
九
四
一
年
五
月
二
七
日
）、
浙
江
省
档
案
館
『
浙
江
革
命
歴
史
档
案
選

編 

抗
日
戦
争
時
期
（
上
）』
浙
江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
。
な
お
、
同
指
示
書
は
「
食
糧
闘
争
」
に
対
す
る
中
国
共
産
党
の
「
食
糧

闘
争
の
総
任
務
」
と
し
て
、「
主
動
的
、
積
極
的
か
つ
正
確
に
人
民
を
領
導
し
、
米
価
の
上
昇
を
押
さ
え
、
飢
饉
か
ら
救
済
し
、
食
糧
を
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独
占
す
る
腐
敗
官
吏
（
中
文
：
貪
官
）、
地
主
及
び
悪
徳
商
人
（
中
文
：
奸
商
）
を
厳
し
く
懲
罰
す
る
た
め
に
闘
争
す
る
と
と
も
に
、
逃

走
の
過
程
に
お
い
て
、
投
降
と
分
裂
の
危
機
の
克
服
と
団
結
抗
戦
の
政
治
運
動
へ
の
到
達
に
向
か
っ
て
進
む
よ
う
人
民
を
導
く
」
こ
と
を

提
起
し
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

（
138
）　

前
掲
『
中
日
経
済
戦
中
的
走
私
活
動
（
一
九
三
七‒

一
九
四
五
）』
二
四
五‒

二
四
六
頁
。

（
139
）　

支
那
派
遣
軍
総
司
令
部
上
海
機
関
「
調
査
資
料
」
第
四
号
（
一
九
四
〇
年
一
月
六
日
）、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
蔵
（
一
九
四
〇
年

「
陸
支
密
大
日
記 

第
３
号
２
／
３
」）。

（
140
）　

波
集
団
司
令
部
「
対
敵
経
済
封
鎖
情
報
（
第
六
号
）」（
一
九
四
一
年
一
〇
月
一
日
）、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
（
一
九
四
一
年 

「
陸
支

密
大
日
記 
第
49
号 
２
／
３
」）。
本
資
料
に
よ
れ
ば
、「
華
人
日
報
」
の
掲
載
記
事
に
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
も
含
ま
れ
て
お
り
、「
密

輸
」
の
方
法
が
多
様
に
し
て
技
術
も
ま
た
巧
妙
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。「
婦
女
子
ハ
法
幣
、
白
飯
、
阿
片

等
ヲ
頭
髪
ノ
中
ニ
包
ミ
或
ハ
背
負
ヒ
シ
小
児
懐
中
ニ
匿
シ
或
ハ
乞
食
、
避
難
民
ノ
如
ク
装
ヒ
密
輸
シ
ア
リ
」。
軍
人
や
公
務
員
が
「
密
輸

ヲ
看
過
黙
認
」
す
る
向
き
も
あ
り
、「
大
奸
商
及
特
殊
背
景
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
『
金
銭
ア
ラ
ハ
鬼
ヲ
モ
臼
ヲ
挽
カ
シ
得
ヘ
シ
』、『
財
ハ
神
ニ

通
ス
』
ヲ
現
実
ニ
実
行
シ
軍
人
及
公
務
員
ニ
要
求
通
リ
ノ
金
銭
ヲ
給
与
ス
レ
ハ
多
量
ノ
密
輸
品
ト
雖
モ
之
カ
通
過
ニ
害
ナ
シ
」
と
い
う
状

況
で
あ
っ
た
。「
密
輸
品
ノ
護
送
」
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
常
套
手
段
は
「
兵
力
ヲ
買
収
シ
輸
送
ノ
警
戒
ヲ
依
頼
ス
」
る
こ
と
で
あ
り
、

「
又
公
然
ト
密
輸
機
関
ニ
ヨ
リ
密
輸
ノ
保
険
制
度
ヲ
施
設
シ
ア
リ
」、「
其
ノ
辨
法
ハ
密
輸
商
人
ハ
貨
物
ノ
運
送
請
負
ヲ
該
機
関
ニ
依
託
ス

レ
ハ
該
機
関
ハ
物
品
ノ
最
低
推
定
額
ヲ
保
証
金
ト
シ
テ
商
人
ニ
渡
シ
予
定
地
点
ニ
到
達
セ
ハ
密
輸
商
人
ハ
前
記
保
険
金
額
ヲ
還
付
ス
ル
ノ

外
保
険
費
（
原
価
ノ
三
〇
％
）
及
運
賃
ヲ
払
フ
モ
ノ
ナ
リ
」。
こ
の
他
、「
武
装
団
体
自
ラ
密
輸
ス
ル
」
ケ
ー
ス
も
あ
り
、「
多
ク
ハ
不
正

ノ
軍
人
及
一
部
ノ
海
賊
幹
部
ノ
仕
業
」
で
あ
っ
た
。
広
東
省
当
局
は
こ
の
種
の
問
題
に
注
意
し
、「
以
前
ノ
緝
私
網
ハ
日
ヲ
経
ル
ニ
従
ヒ

弊
害
生
セ
シ
為
之
ヲ
解
体
シ
現
在
新
タ
ニ
監
視
線
、
便
衣
武
装
ノ
緝
私
哨
ヲ
密
設
シ
且
広
範
ニ
敵
貨
検
査
機
関
ヲ
配
置
シ
大
量
ノ
青
年
幹

部
ヲ
任
用
シ
ツ
ツ
ア
」
っ
た
。

（
141
）　

波
集
団
司
令
部
「
対
敵
経
済
封
鎖
情
報
（
第
三
号
）」（
一
九
四
一
年
八
月
一
六
日
）、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
蔵
（
一
九
四
一
年
「
陸

支
密
大
日
記 

第
37
号 

２
／
３
」）。

（
142
）　

波
集
団
司
令
部
「
対
敵
経
済
封
鎖
強
化
ノ
為
経
済
施
策
要
領
」（
一
九
四
一
年
九
月
一
日
）、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
蔵
（
一
九
四
一
年

「
陸
支
密
大
日
記
第
65
号
」）。
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（
143
）　

興
亜
院
華
中
連
絡
部
「
小
麦
及
小
麦
粉
ニ
関
ス
ル
対
策
要
綱
（
案
）」（
一
九
四
二
年
一
月
二
九
日
）、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵

（JA
CA

R Ref. B08060395700

外
務
省
記
録
「
大
東
亜
戦
争
中
ノ
帝
国
ノ
対
中
国
経
済
政
策
関
係
雑
件
／
食
料
需
給
対
策
関
係
第
二

巻
」）。

（
144
）　

前
掲
『
中
日
経
済
戦
中
的
走
私
活
動
（
一
九
三
七‒

一
九
四
五
）』
七
六‒

七
七
頁
。

（
145
）　

同
右
、
七
三
頁
。

（
146
）　

同
右
、
七
八
頁
。

（
147
）　

対
敵
経
済
封
鎖
委
員
会
公
函
（
民
国
二
九
年
一
二
月
二
六
日
発
、
設
字
第
２
６
８
号
）、
中
国
第
二
歴
史
档
案
館
蔵
（
財
政
部
貿
易

委
員
会
档
案
、
全
宗
３
０
９
、
案
巻
号
７
７
２
５
「
敵
在
皖
南
高
価
収
購
土
産
」）。

（
148
）　

呂
集
団
司
令
部
「
呂
集
団
作
戦
地
域
内
民
心
一
般
の
動
向
」（
一
九
三
九
年
一
〇
月
三
〇
日
）、『
現
代
史
資
料
⑼　

日
中
戦
争
㈡
』

み
す
ず
書
房
、
一
九
六
四
年
、
六
八
八‒

六
九
〇
頁
。
な
お
、
本
文
中
の
句
読
点
は
便
宜
上
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
、
原
文
に
句
読
点
は

な
い
。

（
149
）　

同
右
。

（
150
）　

経
済
部
財
政
部
快
郵
代
電
（
民
国
二
八
年
九
月
三
〇
日
到
、
渝
資
字
１
６
２
４
４
号
）、
重
慶
市
档
案
館
蔵
（
重
慶
市
政
府
档
案
、

全
宗
０
０
５
３
、
目
録
２
３
、
巻
号
９
９
）。

（
151
）　
「
財
政
評
論
」
第
四
巻
第
四
期
（
民
国
二
九
年
一
〇
月
）。
本
稿
で
は
、
前
掲
「
抗
戦
支
那
の
食
糧
問
題
（
飜
譯
）」
に
含
ま
れ
て
い

る
日
本
語
訳
を
参
照
し
た
。

（
152
）　

同
右
。

（
153
）　

同
右
。

（
154
）　

同
右
。

（
155
）　

鄭
会
欣
著
、
松
村
史
穂
訳
「
重
慶
国
民
政
府
の
貿
易
統
制
政
策
︱
抗
日
戦
争
後
期
に
お
け
る
貿
易
委
員
会
の
活
動
を
例
と
し
て
」、

前
掲
『
重
慶
国
民
政
府
史
の
研
究
』
一
九
八
頁
。

（
156
）　

行
政
院
訓
令
（
民
国
三
一
年
一
月
三
一
日
、
順
伍
字
０
１
９
０
１
号
）、
重
慶
市
档
案
館
蔵
（
重
慶
市
政
府
档
案
、
全
宗
０
０
５
３
、

目
録
２
３
、
巻
号
９
９
）。
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（
157
）　

前
掲
『
中
日
経
済
戦
中
的
走
私
活
動
（
一
九
三
七‒

一
九
四
五
）』
一
四
四‒

一
四
五
頁
。

（
158
）　
「
四
川
省
査
禁
種
烟
考
察
団
第
二
組
考
察
各
県
運
售
吸
情
形
総
報
告
」、
重
慶
市
档
案
館
蔵
（
重
慶
大
学
档
案
、
全
宗
０
１
２
０
、
目

録
１
、
巻
号
７
１
）。

（
159
）　

北
支
那
方
面
軍
司
令
部
「
近
時
支
那
阿
片
問
題
及
阿
片
政
策
」（
一
九
三
八
年
一
二
月
二
五
日
）、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
蔵
（
一
九
三

九
年
「
陸
支
受
大
日
記 

第
９
号 

２
／
２
」）。

（
160
）　

上
海
日
本
総
領
事
館
特
別
調
査
班
「
特
調
班
月
報
」
第
一
巻
第
一
号
（
一
九
三
九
年
九
月
一
日
）
三
九
頁
、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵

（
在
外
公
館
調
書
）。

（
161
）　
『
中
華
民
国
史
档
案
資
料

編
』
第
五
輯
第
二
編
財
政
経
済
（
五
）、
六
四
六‒

七
四
七
頁
。

（
162
）　

前
掲
『
銃
後
の
中
国
社
会
』
一
二
六‒

一
三
〇
頁
。

（
163
）　

呂
集
団
参
謀
部
「
敵
の
抗
戦
力
及
作
戦
指
導
の
新
傾
向
」（
一
九
四
一
年
一
一
月
二
五
日
）、『
現
代
史
資
料
⑼ 

日
中
戦
争
㈡
』
五
一

三
頁
。

（
164
）　

北
支
那
方
面
軍
参
謀
部
「
帰
順
部
隊
帰
順
状
況
」（
一
九
四
一
年
一
月
二
〇
日
）、『
現
代
史
資
料
⑼ 

日
中
戦
争
㈡
』
四
八
五
頁
。

（
165
）　

北
支
那
方
面
軍
司
令
部
「
総
軍
情
報
会
議
呈
出
書
類
」（
一
九
四
一
年
七
月
一
六
日
）、『
現
代
史
資
料
⑼ 

日
中
戦
争
㈡
』
四
九
三
頁
。

（
166
）　
「
南
支
那
に
於
け
る
密
輸
の
研
究
」（
一
九
三
七
年
一
一
月
三
井
物
産
株
式
会
社
香
港
支
店 

林
和
三
郎
調
査
）、
財
団
法
人
貿
易
奨
励

会
「
貿
易
奨
励
資
料
」
第
一
九
輯
（
一
九
三
八
年
三
月
）、
七‒

一
〇
、
六
五
頁
。

（
167
）　

蒋
介
石
「
目
前
国
際
形
勢
之
検
討
与
駐
滇
部
隊
之
急
務
」（
一
九
四
二
年
二
月
二
八
日
）、『
先
総
統
蒋
公
思
想
言
論
総
集
』
巻
一
九
、

第
三
四‒

三
六
頁
。

（
168
）　

同
右
。

（
169
）　
「
国
防
最
高
委
員
会
呈
三
十
八
集
団
軍
総
司
令
李
家
鈺
走
私
販
毒
等
事
宜
」（
一
九
四
一
年
八
月
）、
中
国
第
二
歴
史
档
案
館
蔵
（
国

防
最
高
委
員
会
档
案
、
全
宗
４
３
、
案
巻
号
３
４
３
）。
本
稿
で
は
前
掲
『
中
日
経
済
戦
中
的
走
私
活
動
（
一
九
三
七‒

一
九
四
五
）』
三

〇
九‒

三
一
〇
頁
を
参
照
。

（
170
）　

前
掲
『
中
日
経
済
戦
中
的
走
私
活
動
（
一
九
三
七‒

一
九
四
五
）』
三
〇
九
頁
。

（
171
）　

北
支
那
方
面
軍
司
令
部
「
総
軍
情
報
会
議
呈
出
書
類
」（
一
九
四
一
年
七
月
一
六
日
）、『
現
代
史
資
料
⑼ 

日
中
戦
争
㈡
』
四
九
一‒
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五
〇
一
頁
。

（
172
）　

行
政
院
訓
令
（
民
国
三
一
年
二
月
二
四
日
、
順
字
０
３
２
５
１
号
）、
重
慶
市
档
案
館
蔵
（
重
慶
市
政
府
档
案
、
全
宗
０
０
５
３
、

目
録
２
３
、
巻
号
９
９
）。

（
173
）　

畑
部
隊
特
務
部
「
支
那
ノ
秘
密
勢
力
青
幇
、
紅
幇
ノ
利
用
上
ニ
就
テ
」（
一
九
三
八
年
一
一
月
二
二
日
、
中
支
特
政
第
二
〇
八
号
）、

防
衛
省
防
衛
研
究
所
蔵
（JA

CA
R Ref. C04120665400

一
九
三
八
年
「
陸
支
密
大
日
記
65
号
」）。

（
174
）　

同
右
。

（
175
）　

島
村
常
雄
在
杭
州
領
事
館
警
察
署
長
「
敵
ノ
情
報
蒐
集
状
況
其
他
ニ
関
ス
ル
件
」（
一
九
四
二
年
六
月
五
日
、
杭
領
警
高
第
六
六
四

号
ノ
二
）、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
（
外
務
省
記
録
「
大
東
亜
戦
争
関
係
一
件
／
情
報
蒐
集
関
係
／
蘇
州
、
杭
州
、
蕪
湖
、
九
江
情
報
」）。


